
はじめに 

 

近年、わが国では、高齢化、少子化、核家族化や生活様式の多

様化に伴う生活習慣病の増加、また、これらを原因とする寝たき

りや認知症等の要介護状態となる人の増加など、社会を取り巻

く環境は大きく変化しています。 

本町も同様にこうした社会環境の変化に直面しており、各々

の課題解決に向けた取り組みの推進が求められています。 

本町は令和２年 10 月１日現在の人口が 6,347 人と、静岡県でもっとも人口の少な

い町です。また、高齢者数 3,044人、高齢化率は 48.0％と、町民の約２人に１人が高

齢者です。健康課題としては、高血圧の有病者率が静岡県の平均値と比べて高い状況と

なっています。 

このような背景を踏まえ、本町では、令和 3 年３月に終期を迎える「松崎町第３期健

康増進計画」に基づく取り組みを評価した上で、新たに「健康増進計画」、「食育推進計

画」、「歯科口腔保健計画」の３つの計画を一体的に整備した「松崎町第４期健康増進計

画」を策定しました。 

本計画では、「町民が生涯にわたり、健やかに、いきいきと、心豊かに暮らす町 松崎」

を基本理念に掲げております。今後は健康寿命延伸と心豊かな暮らしの実現に向けて、個

人、家庭、地域、行政がともに協力し、社会全体で健康づくりに取り組むことができるよ

う努めていくとともに、皆様におかれましては、より一層のご理解、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

結びに本計画の策定にあたり、アンケート調査にご協力をいただいた皆様、パブリック

コメントを通じて貴重なご意見をいただいた皆様、松崎町保健対策推進協議会委員の皆

様、並びに関係者各位に厚くお礼申し上げます。 

 

令和３年３月 

松崎町長  長 嶋 精 一  
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１．計画策定の背景と趣旨 

人口の急速な高齢化とともに、医療や介護に伴う負担が一層増加し、その一方では高い

経済成長を望めない状況において、活力ある社会を実現するために、国民の健康づくり、

疾病予防が重要になっています。 

 

こうした背景のもとに、国は平成12年に「21世紀における国民健康づくり運動（健康

日本21）」を策定し、平成14年にはその具体的な政策を推進するために、「健康増進法」

を制定しました。そしてその後、「食育基本法」、「医療制度改革関連法」、「自殺対策基

本法」、「がん対策基本法」等が制定され、特定健康診査・保健指導が開始されるなど新し

い施策の取り組みが始められるようになり、健康づくり対策の枠組みは大きく変化してき

ました。 

 

このような状況のなかで、現在国は平成25年度に「健康日本21（第二次）」を、静岡県

は同様に平成26年度に「第３次ふじのくに健康増進計画」を策定し、一層の健康づくりを

推進しているところです。 

 

松崎町（以下「本町」という。）においては、国、県の計画理念を踏まえ、平成17年４

月に「松崎町健康増進計画」を策定、そして平成23年４月には「松崎町健康増進計画（第

２期）」、平成28年10月には「松崎町健康増進計画（第３期）」を策定し、町民の健康づ

くりのために様々な施策を展開してきたところです。 

 

現在の「松崎町健康増進計画（第３期）」は、平成28年度を初年度とし、令和２年度を

目標年度とする５か年計画であり、本年度は最終年度にあたることから、これまでの計画

の進捗状況を評価し、また、本町を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、新たな「松崎町第

４期健康増進計画」を策定しました。 

 

２．計画の法的位置づけ 

本計画は、健康増進法第８条２項に基づく「市町村健康増進計画」であるとともに、食

育基本法第18条１項に基づく「市町村食育推進計画」及び、本町の松崎町歯科口腔保健の

推進に関する条例第６条に基づく「歯科口腔保健計画」とします。 

また、松崎町の上位計画である「松崎町第5次総合計画」の健康・保健の部門計画として

位置づけます。 

 

 健康増進計画   健康増進法第８条２項に基づく「市町村健康増進計画」 

 食育推進計画   食育基本法第 18条１項に基づく「市町村食育推進計画」 

 歯科口腔保健計画  松崎町歯科口腔保健の推進に関する条例第６条に基づく計画 
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３．他計画との連携 

本町のまちづくりの基本となる計画が「松崎町第５次総合計画」であり、本計画はその

部門計画として位置づけられます。「松崎町第５次総合計画」を上位計画とし、整合性を

図りながら計画策定を行いました。また、国・静岡県の健康増進、食育推進、歯科口腔保

健に関係する計画等との整合性、また、本町の高齢者福祉計画・介護保険事業計画、子ど

も・子育て支援事業計画、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画、母子保健計画等、

健康に関連する計画との整合性を図りながら、計画策定を行いました。 
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●障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 

●母子保健計画 
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４．計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。また、本町を取り

巻く社会、経済情勢の変化や計画の進捗状況の変化など、様々な状況の変化に対応するた

め、必要に応じて適宜、計画の見直しを行うこととします。 

 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

          

 

 

５．計画の策定体制 

計画の策定に際しては、町民の意見が広く反映されるよう、本町の健康・医療・保健に

関係する団体・組織の代表、健康・医療・保健サービス事業者の代表、学識経験者で組織

する「松崎町保健対策推進協議会」において、計画の検討・協議を行うとともに、町民ア

ンケート、計画案に対するパブリックコメントを実施しました。 

 

Ợ ─  
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１．基本理念 

松崎町総合計画の保健・福祉部門のテーマである「健やか・安心に暮らせる福祉のまち

づくり」のもとに、第３期計画では、一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」との認識

を持ちながら、町民・地域・行政が一体となって、すべての町民が生涯にわたり、健やか

に、いきいきと、心豊かに暮らせる町を目指し、きめ細やかな保健サービスの充実に努め

てきました。 

第４期計画では、これまでの健康づくりの基本的な考え方、積み重ねてきた健康づくり

の活動を踏襲し、今後も様々な健康づくりの取り組みを推進し、町民の健康寿命延伸と豊

かな暮らしを実現できるよう、計画の基本理念を「町民が生涯にわたり、健やかに、い

きいきと、心豊かに暮らす町 松崎」と掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 

基本理念の実現のために、基本目標を「健康寿命延伸と心豊かな暮らしの実現」と掲げ、

健康づくりの施策・事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康寿命延伸と心豊かな暮らしの実現 

健康寿命を延伸し、心豊かに自立した社会生活を営むために、生活習慣病の予防・重度化

防止、豊かな心、生活の質の向上を図る健康づくりなど、様々な健康づくりに取り組みます。

町民のそれぞれのライフステージに沿って、「体の健康づくり」「心の健康づくり」に取り組

みます。 
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４．計画の推進 

計画の推進にあたっては、町民一人ひとりの取り組み、家庭や地域の取り組みが重要と

なります。また、町民、家庭、地域と連携し、関係機関、団体、行政など、関係者が達成す

べき目標を共有するとともに、それぞれの役割を果たし、一体となって健康づくりを推進

することが重要です。 

 

（１） それぞれの役割 

① 町民 

健康づくりは、町民の自覚と実践が基本となることから、自ら健康的な生活を追求し、

実践することが重要です。また、個人の行動や生活様式が、地域社会や自然環境などと密

接に関係していることを自覚し、ライフスタイルを改善するなど、責任ある行動に努める

とともに、自分の住む地域への関心を深め、地域活動へ自主的に参加することも大切です。 
 

② 家庭 

家庭は個人の生活の基礎単位であり、食習慣など、乳幼児期から生涯を通じて、健康的

な生活習慣を身につけるための役割を果たさなければなりません。また、家庭は健康の重

要性について学習する場であるとともに、個人や家庭にとっての休息の場としての機能が

求められます。 
 

③ 地域 

人々の健康は、日常の生活習慣や社会的な仕組みに影響されることが大きいことから、

地域を構成する人々が自ら、地域の健康問題を明らかにして、健康を阻害する社会環境を

改善する活動を実践して、より健康的な地域づくり・まちづくりを進めることが期待され

ています。また、他の組織との積極的な交流を図り、活動で得た成果、知識、技術を交換

するなど、相互の活動の交流と啓発し合うことが重要です。 
 

④ 学校 

学校は生涯を通じて自ら健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を培うための役

割を担っています。児童・生徒や学生に対して、健康について学習する機会や適切な行動

を、自ら選択できるような学習の場を提供することが重要です。 
 

⑤ 職場 

職場は、その構成員の健康づくりを支援するため、労働環境や職場のコミュニケーショ

ンの改善などを通じて、産業保健の向上を図ることが重要です。また、地域社会の一員と

して地域への関心を深め、地域活動に積極的に参加することが期待されます。 
 

⑥ ボランティア団体 

ボランティア団体は、活動を通じて多方面にわたり、多くの人々とつながることができ

ることから、本計画を推進するにあたって、健康に関する情報とサービスをより身近に、

きめ細やかに提供することが期待されます。 
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⑦ 保健医療の専門家 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、栄養士、臨床心理士、

歯科衛生士等の保健医療の専門家は、健康問題に対し、専門的見地から技術・情報の提供

を行っています。今後も病気の治療のみならず、発症予防及び重症化予防にも大きな役割

を担うことが期待されます。 
 

⑧ 松崎町 

本町は、県や関係機関・団体と連携しながら、住民の健康づくりや地域活動組織の支援

を始め、健康に係る社会環境の整備、さらには健康なまちづくりに至る広範な健康づくり

対策の調整・推進役としての役割を担っています。健康づくり対策の実施にあたっては、

健康福祉課が中心となって、住民の健康課題や地域特性を明らかにするとともに、健康づ

くりの達成目標とその改善方策を策定した本計画の施策を実施し、評価するというプロセ

スを重視します。また、近隣市町との広域的な連携を図り、それぞれの地域資源や機能を

相互に補完・活用して、効率的な健康づくり施策を推進します。 

 

（２） 計画の進行管理 

本計画の推進にあたっては、健康づくりを推進する松崎町保健対策推進協議会において、

施策・事業の進行管理を行っていきます。また、計画の最終年度に進捗状況を評価し、施

策・事業の取り組みや数値目標の見直しを行い、次期計画における効果的な施策展開へと

つなげていきます。 

進行管理は、ＰＤＣＡサイクルにより、計画（Plan）を立て、それぞれの施策・事業を

行動（Do）へ移し、その結果を検証（Check）して、改善案（Action）を作成し、次期計

画につなげるという一連の流れで行い、計画を推進します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

改善（Action） 

④検証結果を踏まえて、改善 

案を作成する。 

計画（Plan） 

①目標を立て、目標に対し

て具体的な計画を立てる

す。 実践（Do） 

②計画であげた具体的な施

策・事業を行動へ移す 

評価（Check） 

③実施した行動が計画通りの 

結果が出たかを検証する 
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第１節 少子高齢化の進展 
 

 

１．人口推移と構成 

（１）松崎町の人口 

本町の人口は令和２年10月１日現在、6,347人（住民基本台帳）となっています。平成

28年からの４年間で、686人減少しています。 

年齢階層別にみると、年少人口（0～14歳）は465人、生産年齢人口（15～64歳）は

2,838人、高齢者人口（65歳以上）は3,044人になっており、高齢化率は48.0％と、町

民の半数弱が高齢者になっています。 

平成 27 年以降、年少人口、生産年齢人口は減少する中、高齢者人口は横ばいの状況が

続いており、高齢化率は年々上昇を続け、この４年間で 4.9ポイント上昇しました。 

令和元年の高齢化率を静岡県、全国と比較してみると、静岡県を16.4ポイント、全国を

17.9ポイント上回り、静岡県の中で有数の超高齢社会になっています。 

 

  

ӡʿם ˢ ˣ̋   ˢ̋ˣ 

Ỹ  
≤  ᴎᾉ 

⁯ 
ˢ ˣ 

H.28  H.29  H.30  R.͍  R.͎  R.͍  R.͍  

ῢ 

ˢ͌˙14⅞ˣ 

ם  583 531 515 494 465 446,465 15,210 

   8.3  7.7  7.7  7.5  7.3  12.4  12.1  

▀ ῢ 

ˢ15˙64⅞ˣ 

ם  3,418 3,300 3,170 3,025 2,838 2,086,491 75,072 

   48.6  48.1  47.2  46.2  44.7  57.7  59.5  

‰ יּ ῢ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

ם  3,032 3,031 3,030 3,029 3,044 1,080,336 35,885 

   43.1  44.2  45.1  46.3  48.0  29.9  28.4  

 
ṍ‰  יּ

ˢ65˙74⅞  x

ם  1,402 1,358 1,345 1,328 1,342 523,079 17,395 

   19.9  19.8  20.0  20.3  21.1  14.5  13.8  

 
ῇṍ‰  יּ

ˢ75⅞ӟ  x

ם  1,630 1,673 1,685 1,701 1,702 557,257 18,490 

   23.2  24.4  25.1  26.0  26.8  15.4  14.7  

ῢ ם  7,033 6,862 6,715 6,548 6,347 3,639,226 126,167 

ʿ ≤ ψ ṁ ˢᶆ 10Ὦ͍ ᾝ∕ˣ̋ ᴎᾉψ ᴎᾉ ῢ ὓˢ10Ὦ͍ ᾝ∕ˣ̋ ⁯ψ ῢ ὓˢ10Ὦ͍

ᾝ∕ˣ 

̞ ᴎᾉʺ ⁯χ ῢψ ϬḯϚʻ  ψ Ϭ Μθ›ὓϬ ρΰο▄ ΰϘΰθʻ 

̞ ⁯χ‰ יּ ῢψ100χӡϬ◌ּג᾿ ΰοΜϥθϛʺ χ›ὓΥ›ὓρԁ ΰσΜ ›ΥΚϤϘβʻ 
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ʿ ṁ ˢᶆ 10Ὦ͍ ᾝ∕ˣ 

 

令和２年10月１日現在の人口ピラミッドでは、男女ともに前期高齢者の70～74歳をピー

クに、高年齢層、低年齢層ともに次第に少なくなっています。また、若年層において、15～

19歳に小さなピークも見られます。 

  

 

ʿ ṁ ˢ ͎ 10Ὦ͍ ᾝ∕ˣ 

583 531 515 494 465 

3,418 3,300 3,170 3,025 2,838 

3,032 3,031 3,030 3,029 3,044 

7,033 6,862 6,715 6,548 6,347 

43.1% 44.2% 45.1% 46.3% 
48.0% 
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H.28 H.29 H.30 R.͍ R.͎

ῢˢ͌˙14⅞ˣ ▀ ῢˢ15˙64⅞ˣ
‰ יּ ῢˢ65⅞ӟ ˣ ῢ
‰ ᴟ

ˢ ˣ ˢ̋ˣ

66

77

100

115

78

70

104

113

142

181

199

196

260

304

347

259

196

126

74

57

71

94

100

86

66

67

100

139

185

183

212

242

312

379

322

263

254

208

350

0˙4⅞

5˙9⅞

10˙14⅞

15˙19⅞

20˙24⅞

25˙29⅞

30˙34⅞

35˙39⅞

40˙44⅞

45˙49⅞

50˙54⅞

55˙59⅞

60˙64⅞

65˙69⅞

70˙74⅞
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90⅞ӟ
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２．出生・死亡の状況 

（１）出生率 

① 出生率の推移 

平成25年度から平成30年度までの出生数、出生率（人口1,000人当たりの出生数）の

推移をみると、出生数は21人から37人の間で推移しており、出生率は3.0‰から5.3‰の

間で推移しています。静岡県、全国の出生率は７、８‰台で推移しており、本町の出生率

は静岡県、全国の半数程度と大幅に低くなっています。 

 

  

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  H.30   ›ὓ 

≤  
  35 22 29 37 21 24 168 

 ̈́ 4.7 3.0 4.0 5.3 3.1 3.6  

ᴎᾉ  ̈́ 8.2 7.9 7.8 7.6 7.3 7.0  

 ⁯  ̈́ 8.2 8.0 8.0 7.8 7.6 7.4  

ʿ ῢ ὓ 

ʿ›ὓψ χ͒ ḧχ›ὓ 

 

② 低体重児出生率の推移 

平成25年度から平成30年度までの低体重児の出生数を見ると、１人から３人の間で推

移しています。この６年間の平均出生率（低体重児出生数/出生数合計）は、7.74％であ

り、静岡県、全国と比較し、２ポイント前後低くなっています。 

 

  

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  H.30  ›ὓ 

≤  
  ͎ 3 3 1 3 1 13 

 ̋ 5.71 13.64 10.34 2.70 14.29 4.17 7.74 

ᴎᾉ  ̋ 10.22 9.99 10.07 10.12 9.83 9.89 10.03 

 ⁯  ̋ 9.58 9.54 9.47 9.43 9.44 9.39 9.48 

ʿ ῢ ὓ 

ʿ›ὓψ ⱪ χ͒ ḧχ›ὓ 
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（２）死亡率 

① 死亡率の推移 

平成25年度から平成30年度までの死亡数、死亡率（人口1,000人当たりの死亡数）の

推移を見ると、死亡数は126人から154人の間で推移しており、死亡率は18.3‰から

21.0‰の間で推移しています。静岡県、全国の死亡率は10、11‰台で推移しており、本

町の死亡率は静岡県、全国の2倍前後と大幅に高くなっています。 

死亡率は、約半数が高齢者という超高齢社会の姿を表しています。 

 

  

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  H.30  

≤  
♂   154 135 139 129 144 126 

♂  ̈́ 20.6 18.4 19.3 18.3 21.0 18.8 

ᴎᾉ ♂  ̈́ 10.5 10.5 10.9 10.8 11.4 11.7 

 ⁯ ♂  ̈́ 10.1 10.1 10.3 10.5 10.8 11.0 

ʿ ῢ ὓ 

 

② ５大死因別死亡数、死亡率の推移 

平成30年度の５大死因の死亡数、死亡率（人口10万人当たりの死亡数）を見ると、第

１位が悪性新生物（がん）の35人、521.2で、以下、第２位心疾患の16人、238.3、第

３位老衰の13人、193.6、第４位脳血管疾患の10人、148.9、第５位肺炎の7人、104.2

と続きます。静岡県、全国と比較すると、５大死因は同様となっています。ただし、死亡

率はいずれの死因も、静岡県、全国を大幅に上回っています。 

 

  

ӡʿ♂ ˢ ˣ̋ ♂ ˢ ῢ10 ˣ 

  ͍ӡ ͎ӡ ͏ӡ ͐ӡ ͑ӡ 

H.29  

ӂ  ‮ ⅍ ḆכḆ  ὬḚכ   Ḇכ

♂  34 23 20 16 6 

♂  495.5  335.2  291.5  233.2  87.4  

H.30  

ӂ  ‮  מ ḆכḆ  ὬḚכ 

♂  35 16 13 10 7 

♂  521.2  238.3  193.6  148.9  104.2  

ᴎᾉ 

H.30  

ӂ  ‮  מ ḆכḆ  ὬḚכ 

♂  290.6  160.4  131.7  100.2  66.9  

 ⁯ 

H.30  

ӂ  ‮  מ ḆכḆ  ὬḚכ 

♂  300.7 167.6 88.2 87.1 76.2 

ʿ ῢ ὓ 
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③ 自殺死亡率の推移 

令和元年度の自殺死亡率（人口10万人対）は、16.2になっています。平成27年度から

の５年間の推移をみると、年度により大きく上下する年がありますが、概ね16前後で推移

しており、５年間平均は15.4になっています。５年間平均を静岡県、全国と比較すると、

本町は若干下回っています。 

 

  

 ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  
͑ ḧ›ὓ 

͑ ḧ ỡ 

≤  
ם ˢ ˣ ͎ ͍ ͌ ͍ ͍ ͑ 

ῢ10  29.3 15.0 0.0 15.8 16.2 15.4 

ᴎᾉ 
ם ˢ ˣ 682 602 588 586 564 3,022 

ῢ10  18.7 16.6 16.3 16.4 15.9 16.8 

 ⁯ 
ם ˢ ˣ 23,152 21,017 20,465 20,031 19,425 104,090 

ῢ10  18.5 16.9  16.4  16.1 15.7 16.7 

ʿ ῢ ὓ 
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３．介護保険認定者の状況 

（１）介護保険認定者の推移 

令和元年度の第１号被保険者は3,036人になっており、認定者は558人、認定率は

18.4％になっています。平成27年度からの５年間の推移をみると、被保険者数、認定者

数、また、認定率ともに横ばいの状況を示しています。 

認定率について、静岡県、全国と比較すると、静岡県平均を大幅に上回っており、県内

においてトップレベルの認定率になっています。また、全国平均とほぼ同程度の認定率に

なっています。 

 

（２）介護度別の認定状況 

令和元年度の要介護度別の認定割合をみると、最も高い割合が要介護度２の27.2％で、

次いで要介護度３の17.4％、要介護度１の17.0％と続いています。平成27年度と比較す

ると、最も割合が高くなっているのが要介護度２で、11.3ポイント上昇しており、一方割

合が最も低くなっているのが要支援１で、8.6ポイント低下しています。 

 

  

  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

͍‹ ᾑּ3,036 3,027 3,037 3,043 3,025   י 

͍‹ ᵒῐ  יּ
  548 563 545 555 558 

ᶤ› ̋ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 ͍כ◦
  78 62 46 43 31 

ᶤ› ̋ 14.2 11.0 8.4 7.7 5.6 

 ͎כ◦
  73 75 64 74 75 

ᶤ› ̋ 13.3 13.3 11.7 13.3 13.4 

ᵒῐ͍ 
  120 100 117 100 95 

ᶤ› ̋ 21.9 17.8 21.5 18.0 17.0 

ᵒῐ͎ 
  87 122 109 138 152 

ᶤ› ̋ 15.9 21.7 20.0 24.9 27.2 

ᵒῐ͏ 
  85 83 105 96 97 

ᶤ› ̋ 15.5 14.7 19.3 17.3 17.4 

ᵒῐ͐ 
  66 79 60 62 65 

ᶤ› ̋ 12.0 14.0 11.0 11.2 11.6 

ᵒῐ͑ 
  39 42 44 42 43 

ᶤ› ̋ 7.1 7.5 8.1 7.6 7.7 

͍‹ ᵒῐ  ̋ 18.1 18.5 17.9 18.3 18.4 

ᴎᾉ  ̋ 15.5 15.9 15.7 15.9 16.1 

⁯  ̋ 18.0 18.3 18.1 18.3 18.5 

ʿᵒῐ ᾑⱧỘ ệ ⁮ˢᶆ ͕Ὦ ᾝ∕ˣ 
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第２節 健康の状況 
 

 

１．健診（検診）結果の状況 

 

（１）各種健診（検診）の状況 

① 特定健康診査の受診状況 

松崎町国民健康保険加入者を対象に行っている特定健康診査の対象人数は、人口の減少

とともに減少しており、平成27年度の2,007人から令和元年度の1,675人と5年間で

332人減少しました。同様に受診人数もこの5年間で76人減少しています。 

対象人数の減少の割に、受診人数の減少が少なかったことから、受診率の減少は抑えら

れ、平成27年度の38.0％から令和元年度は41.0％と若干上昇しています。静岡県、全国

と比較すると、平成30年度は上回っています。 

 

  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  

  2,007 1,897 1,780 1,723 1,675 

  762 714 659 708 686 

 ̋ 38.0 37.6 37.0 41.1 41.0 

ᴎᾉ  ̋ 37.6 37.6 38.0 38.4  

 ⁯  ̋ 36.3 36.6 37.2 37.9  

ʿ ≤ ψ◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

ᴎᾉʺ ⁯ψˮ ◕ ⁯ ὲῴ ₰ʾ ὲ◙ ☼ם ệ ⁮ ˢ῝זּ׃ ⁯ ὲῴ ᾑ ˯ᵓˣ״  

ʿ ψיּ☼םʺ ψם☼  

 

② 特定保健指導の実施状況 

令和元年度の特定保健指導の実施状況についてみると、動機付け支援については、対象

人数は66人、受診人数は43人、受診率は65.2％、積極的支援については、対象人数は21

人、受診人数は７人、受診率は33.3％になっています。 

平成27年度からの５年間の推移をみると、動機付け支援については、対象人数は70人

前後、受診人数は40人前後、受診率は60％前後で推移しています。また、積極的支援に

ついては、対象人数は10人台から30人台で上下しており、受診人数は１桁台、受診率は

１桁％台から30％台で上下しています。 

受診率について平成30年度までの静岡県、全国と比較すると、動機付け支援については、

大幅に上回っており、積極的支援ついては静岡県、全国が20％前後で推移しており、本町

はその平均値を上下しています。 
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 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  

  69 77 64 69 66 

  35 44 43 27 43 

 ̋ 50.7 57.1 67.2 39.1 65.2 

ᴎᾉ  ̋ 34.7 38.1 41.6 41.7  

 ⁯  ̋ 28.3 29.4 30.0 32.4  

 

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  

  31 18 16 22 21 

  5 9 0 2 7 

 ̋ 16.0 22.2 0.0 9.1 33.3 

ᴎᾉ  ̋ 17.9 19.4 20.7 18.5  

 ⁯  ̋ 15.8 16.7 17.0 17.1  

ʿ ≤ ψ◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

ᴎᾉʺ ⁯ψˮ ◕ ⁯ ὲῴ ₰ʾ ὲ◙ ☼ם ệ ⁮ ˢ῝זּ׃ ⁯ ὲῴ ᾑ ˯ᵓˣ״  

ʿ ψיּ☼םʺ ψם☼  

 

 

（２）がん検診等 

各種がん検診の受診状況についてみると、令和元年度の受診率は、胃がん10.9％、肺が

ん20.9％、大腸がん19.0％、子宮頸がん18.5％、乳がん23.2％、前立腺がん8.1％で、

乳がんが最も高く、また、前立腺がんが最も低い受診率になっています。 

平成27年度からの５年間の推移をみると、各検診ともに受診率は低下しており、特に肺

がんは4.5ポイントと最も低下し、また、胃がんも3.0ポイント低くなっています。 

国公表の各がん検診の受診率結果（平成27年度～平成30年度）より、静岡県、全国と

比較すると、すべて大幅に上回っています。特に乳がんは、平成30年度で静岡県を13.9ポ

イント、全国を15.2ポイント上回っています。 

歯周疾患検診については、令和元年度の受診率が16.1％になっています。平成30年度か

ら検診を受けられる歯科医院を町内から賀茂管内に広げたことで、令和元年度の受診率は１

年間で、7.1ポイント上昇しています。 

骨粗しょう症検診については、令和元年度の受診率が19.0％になっています。平成27年

度からの推移をみると、19.0％から22.7％の間で上下し、推移しています。 
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 40  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   702 670 606 615 546 

 ̋ 13.9 12.8 11.8 12.1 10.9 

⁯῝  ӴΥϭˢ50˙69⅞ˣ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ˢῡ ˣ 

≤   ̋ 38.5 16.4 16.7 15.7  

ᴎᾉ  ̋ 6.7 9.4 9.9 9.4  

 ⁯  ̋ 6.3 8.6 8.4 8.1  

ʿ⁯῝ χ 27  ⅞ψ40̇60יּ

 40  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   1,284 1,229 1,110 1,093 1,045 

 ̋ 25.4 23.6 21.6 21.5 20.9 

⁯῝  Υϭˢ40˙69⅞ˣ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ˢῡ ˣ 

≤   ̋ 56.4 20.2 18.1 17.3  

ᴎᾉ  ̋ 14.3 10.4 9.8 9.3  

 ⁯  ̋ 11.2 7.7 7.4 7.1  

 40  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   1,058 1,092 1,037 1,006 953 

 ̋ 20.9 20.9 20.2 19.8 19.0 

⁯῝  Υϭˢ40˙69⅞ˣ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ˢῡ ˣ 

≤   ̋ 54.8 19.7 18.6 17.3  

ᴎᾉ  ̋ 15.0 10.1 9.4 9.0  

 ⁯  ̋ 13.8 8.8 8.4 8.1  

 20   

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   579 580 573 553 559 

 ̋ 19.2 18.1 18.2 17.9 18.5 

⁯῝  ◓ẋ Υϭˢ 20˙69⅞ˣ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ˢῡ ˣ 

≤   ̋ 50.1 25.1  25.0 24.2  

ᴎᾉ  ̋ 25.0 18.5 17.8 17.9  

 ⁯  ̋ 23.3 16.4 16.3 16.0  
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 40   

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   638 648 646 624 629 

 ̋ 23.3 23.0 23.3 22.7 23.2 

⁯῝  Υϭˢ 40˙69⅞ˣ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ˢῡ ˣ 

≤   ̋ ˕ 33.4 34.0 32.4  

ᴎᾉ  ̋ 25.6 19.2 18.3 18.5  

 ⁯  ̋ 20.0 18.2 17.4 17.2  

 50  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   187 159 161 149 159 

 ̋ 9.7 7.9 8.1 7.5 8.1 

ʿ χ ≤ ψ ≤ ϓ 

ᴞ χ⁯῝ ψ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮(ῡ ˣ 

ʿ ψיּ☼םʺ ψם☼  

 

  

40 50 60 70  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   22 19 16 38 58 

 ̋ 7.3 7.2 3.9 9.0 16.1 

ʿ ≤ ϓ 

 

  

40 70   

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  
☼ם   67 68 69 73 59 

 ̋ 20.0 19.5 20.0 22.7 19.0 

ʿ ≤ ϓ 
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（３）メタボリックシンドローム該当者の状況 

メタボリックシンドロームの判定結果についてみると、平成29年度において、男性は判

定可能者数558人、該当者数146人、該当者率26.2％、女性は判定可能者数603人、該

当者数31人、該当者率5.1％となっています。平成25年度からの５年間の該当者率の推移

をみると、男性は24％前後で推移しており、女性は６％前後で推移しています。また、静

岡県の該当者率と比較すると、男性が平成29年度を除き、3.4％ほど上回っており、女性

は、静岡県の前後の値を示しています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   551 588 583 570 558 

ᵺ יּ   136 140 141 139 146 

ᵺ יּ  ̋ 24.7 23.8 24.2 24.4 26.2 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 20.1 20.6 21.2 21.7 22.2 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   649 660 621 610 603 

ᵺ יּ   54 42 42 44 31 

ᵺ יּ  ̋ 8.3 6.4 6.8 7.2 5.1 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 6.3 6.6 6.8 6.9 6.9 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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（４）生活習慣病有病者の状況 

代表的な生活習慣病の高血圧症、糖尿病、脂質異常症について、その有病者の状況につ

いては、以下の通りです。 

 

① 高血圧症 

平成29年度について、男性は判定可能者数550人、該当者数292人、該当者率53.1％、

女性は判定可能者数586人、該当者数240人、該当者率41.0％となっています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男性は49.5％から53.1％の間で

上下しており、女性は平成26年度を除き、41％前後で推移しています。 

静岡県の該当者率と比較すると、該当者率は男女ともに、10ポイント以上上回っています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   556 594 582 571 550 

ᵺ יּ   292 307 288 283 292 

ᵺ יּ  ̋ 52.5 51.7 49.5 49.6 53.1 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 38.8 39.9 39.3 39.4 39.7 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   641 647 607 598 586 

ᵺ יּ   263 279 253 243 240 

ᵺ יּ  ̋ 41.0 43.1 41.7 40.6 41.0 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 31.5 32.1 31.5 30.8 31.8 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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② 糖尿病 

平成29年度について、男性は判定可能者数558人、該当者数64人、該当者率11.5％、

女性は判定可能者数600人、該当者数35人、該当者率5.8％となっています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男性は10.8％から12.2％の間で

推移しており、女性は６％前後で推移しています。 

静岡県の該当者率と比較すると、該当者率は男女ともに、ほぼ同じような値となっています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   535 576 583 567 558 

ᵺ יּ   58 68 71 68 64 

ᵺ יּ  ̋ 10.8 11.8 12.2 12.0 11.5 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 11.2 12.2 12.2 12.4 12.3 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   631 643 616 595 600 

ᵺ יּ   36 34 37 40 35 

ᵺ יּ  ̋ 5.7 5.3 6.0 6.7 5.8 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 5.5 6.3 6.4 6.4 6.3 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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③ 脂質異常症 

平成29年度について、男性は判定可能者数558人、該当者数324人、該当者率58.1％、

女性は判定可能者数587人、該当者数312人、該当者率53.2％となっています。男女とも

に50％を超え、３つの生活習慣病の中で、該当者率が最も高くなっています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男性は平成25年度を除き、58％

前後で推移しており、女性は平成25年度を除き、55％前後で推移しています。 

静岡県の該当者率と比較すると、該当者率は男女ともに静岡県より、若干高めで推移して

います。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   560 578 578 570 558 

ᵺ יּ   343 339 339 328 324 

ᵺ יּ  ̋ 61.3 58.7 58.7 57.5 58.1 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 55.3 56.4 56.4 55.8 55.8 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   642 619 619 597 587 

ᵺ יּ   366 342 342 328 312 

ᵺ יּ  ̋ 57.0 55.3 55.3 54.9 53.2 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 51.8 53.8 53.8 51.9 51.6 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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２．食生活の状況 

 

（１）朝食の摂取状況 

① 児童・生徒の状況 

令和２年10月の調査結果では、小学生（調査対象者は5年生）の対象者16人に対し、「毎

日食べる」は11人、「食べる日の方が多い」は5人、「食べない日の方が多い」及び「ほ

とんど食べない」は０人でした。中学生（調査対象者は２年生）の対象者38人に対し、「毎

日食べる」は33人、「食べる日の方が多い」は５人、「食べない日の方が多い」及び「ほ

とんど食べない」は０人でした。 

 

  

 

 ‮  ӡ 
H.29  

11Ὦ 

H.30  

11Ὦ 

R.͍

10Ὦ 

R.͎  

10Ὦ 

≤  

יּ  
ם   35 22 31 16 

   ̋ 100.0 100.0 100.0 100.0 

ϓϥ 
ם   30 21 24 11 

   ̋ 85.7 95.5 77.4 68.8 

ϓϥ χ Υ Μ 
ם   4 1 5 5 

   ̋ 11.4 4.5 16.1 31.3 

ϓσΜ χ Υ Μ 
ם   1 0 1 0 

   ̋ 2.9 0.0 3.2 0.0 

ϕρϭς ϓσΜ 
ם   0 0 1 0 

   ̋ 0.0 0.0 3.2 0.0 

ʿ ︡ ệ ₰ ʿH.29ʺ30ψʺ ᶘ͒ ʺR.1̋2ψ ᶘ͑  

 

 ‮  ӡ 
H.29  

11Ὦ 

H.30  

11Ὦ 

R.͍  

10Ὦ 

R.͎  

10Ὦ 

≤  

יּ  
ם   21 23 32 38 

   ̋ 100.0 100.0 100.0 100.0 

ϓϥ 
ם   19 18 27 33 

   ̋ 90.5 78.3 84.4 86.8 

ϓϥ χ Υ Μ 
ם   1 2 5 5 

   ̋ 4.8 8.7 15.6 13.2 

ϓσΜ χ Υ Μ 
ם   1 1 0 0 

   ̋ 4.8 4.3 0.0 0.0 

ϕρϭς ϓσΜ 
ם   0 2 0 0 

   ̋ 0.0 8.7 0.0 0.0 

ʿ ︡ ệ ₰ ʿ ᶘ͎  
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② 成人の状況 

今回実施したアンケート調査結果によると、「あなたは、ふだん朝食をとりますか。」

との問いに対し、「毎日食べる」が90.2％、「週２～３回食べない」が3.1％、「週４～

５回食べない」が0.7％、「ほとんど食べない」が5.1％の構成になっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

（２）肥満の状況 

① 児童・生徒の肥満の状況 

小学生、中学生の肥満の状況について、令和元年をみると、小学生は肥満率が12.3％、

やせが0.5％、ふつうが87.3％で、中学生は肥満率が15.2％、やせが1.6％、ふつうが

83.2％となっています。肥満率は中学生が小学生を若干上回っています。 

平成27年から令和元年の４年間における肥満率の推移をみると、小学生は平成29年を

除き、12％前後で推移しており、中学生は平成29年に大きく上昇し、その後14％前後で

推移しています。 

 

  

  

‮   ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

ᶘ  

ᾁ₰   250 243 223 224 212 

Ϟδ ̋ 0.4 0.4 0.4 0.9 0.5 

ώνΞ ̋ 88.4 86.8 84.8 86.2 87.3 

ὖ  ̋ 5.6 6.2 8.1 5.8 5.7 

 ̋ 4.8 5.3 5.4 6.3 5.7 

 ̋ 0.8 1.2 1.3 0.9 0.9 

 ̋ 11.2 12.8 14.8 12.9 12.3 

ʿ χάςϜ 

  

90.2%

3.1%
0.7%

5.1%

0.9%

n =448 
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‮   ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

ᶘ  

ᾁ₰   194 161 149 123 125 

Ϟδ ̋ 3.1 2.5 4.0 3.3 1.6 

ώνΞ ̋ 87.6 87.6 81.9 83.7 83.2 

ὖ  ̋ 4.6 4.3 8.7 8.1 7.2 

 ̋ 2.1 2.5 4.7 4.1 6.4 

 ̋ 2.6 3.1 0.7 0.8 1.6 

 ̋ 9.3 9.9 14.1 13.0 15.2 

  ʿ χάςϜ 

  ʿ ˢ̋ˣ=ˢם ˢkgˣ˵ ˢkgˣˣ/ ˢkgˣ˷100 

   Ϟδʿ-20̋  ώνΞʿ˶20̋ ὖ ʿ+20̋ӟ  ʿ+30̋ӟ  ‰ ʿ+50̋ӟ  

 

② 成人の肥満の状況 

肥満の状況について、平成29年度をみると、男性は判定可能者数559人に対し、該当者

数298人、該当者率53.3％、女性は判定可能者数604人に対し、該当者数134人、該当

者率21.5％となっています。男性は女性の倍以上の該当者率になっています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男性は47.3％から53.3％の間で

推移しており、増加の傾向が見られます。女性については21.5％から23.0％の間で上下

しています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   560 600 583 571 559 

ᵺ יּ   279 284 298 289 298 

ᵺ יּ  ̋ 49.8 47.3 51.1 50.6 53.3 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 26.4 45.6 46.0 46.6 47.6 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

ᴦ יּ   651 665 624 613 604 

ᵺ יּ   150 148 135 140 134 

ᵺ יּ  ̋ 23.0 22.3 21.6 22.8 21.5 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 10.3 20.4 20.5 20.9 22.2 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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３．身体活動、睡眠による休養の状況 

 

（１）身体活動の状況 

日常生活において、健康を意識した歩行又は身体活動を行う人について、平成29年度を

みると、男性は対象者数560人に対し、該当者数202人、該当者率36.1％、女性は対象者

数604人に対し、該当者数264人、該当者率43.7％となっています。該当者率は女性が男

性を7.6ポイント上回っています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男性、女性ともに減少傾向を示し

ており、男性は平成25年度の48.1％から12.0ポイントと大きく減少、女性は平成25年

度の48.3％から4.6ポイント減少しています。 

静岡県の該当者率と比較すると、男性は大きく減少し、静岡県を下回るようになり、女

性も静岡県のレベルまで減少しています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   372 587 582 568 560 

ᵺ יּ   179 249 238 214 202 

ᵺ יּ  ̋ 48.1 42.4 40.9 37.7 36.1 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 40.3 41.0 40.7 40.3 40.0 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   518 646 624 613 604 

ᵺ יּ   250 287 266 282 264 

ᵺ יּ  ̋ 48.3 44.4 42.6 46.0 43.7 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 43.0 43.3 42.9 42.8 42.1 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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（２）睡眠による休養の状況 

睡眠による休養が十分とれている人について、平成29年度をみると、男性は対象者数

560人に対し、該当者数383人、該当者率68.4％、女性は対象者数603人に対し、該当

者数400人、該当者率66.3％となっています。男女ともにほぼ同じ該当者率になっています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男女ともに減少傾向にあり、男性

は平成25年度の80.6％から12.2ポイントと大きく減少、女性も平成25年度の77.0％か

ら10.7ポイント減少しています。 

静岡県の該当者率と比較すると、男女ともに静岡県のレベルまで減少しています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   372 586 580 569 560 

ᵺ יּ   300 423 410 396 383 

ᵺ יּ  ̋ 80.6 72.2 70.7 69.6 68.4 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 68.8 69.0 68.4 67.0 66.5 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   518 645 623 611 603 

ᵺ יּ   399 455 441 408 400 

ᵺ יּ  ̋ 77.0 70.5 70.8 66.8 66.3 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 66.8 67.2 66.3 65.3 64.3 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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４．喫煙・飲酒の状況 

（１）習慣的喫煙者 

習慣的喫煙者の状況について、平成29年度をみると、男性は対象者数560人に対し、該

当者数167人、該当者率29.8％、女性は対象者数606人に対し、該当者数36人、該当者

率5.9％となっています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男性は28％前後で、また女性は

６％前後で、ともにほぼ横ばいの状況にあります。 

静岡県の該当者率と比較すると、男女ともに下回って推移しています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   568 600 583 571 560 

ᵺ יּ   168 168 175 158 167 

ᵺ יּ  ̋ 29.6 28.0 30.0 27.7 29.8 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 32.5 32.4 32.1 32.2 32.4 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   673 671 630 617 606 

ᵺ יּ   37 42 34 42 36 

ᵺ יּ  ̋ 5.5 6.3 5.4 6.8 5.9 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 7.7 8.3 8.0 8.1 8.2 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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（２）毎日の飲酒者の状況 

ほぼ毎日飲酒する人について、平成29年度をみると、男性は対象者数560人に対し、該

当者数264人、該当率47.1％で、女性は対象者数604人に対し、該当者数70人、該当者

率11.6％となっています。 

平成25年度からの５年間の該当者率の推移をみると、男性は44.1％から48.7％の間で

上下しており、女性は平成25年度を除き、10.5％から12.2％で推移しています。 

静岡県の該当者率と比較すると、男性は10ポイント前後上回って推移しており、女性も

１ポイント前後上回って推移しています。 

 

  

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   372 585 582 569 560 

ᵺ יּ   181 284 266 251 264 

ᵺ יּ  ̋ 48.7 48.5 45.7 44.1 47.1 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 38.0 37.0 37.3 36.7 36.2 

 

 ‮  ӡ H.25  H.26  H.27  H.28  H.29  

≤  

יּ   518 646 624 612 604 

ᵺ יּ   41 68 76 73 70 

ᵺ יּ  ̋ 7.9 10.5 12.2 11.9 11.6 

ᴎᾉ ᵺ יּ  ̋ 9.5 9.9 9.9 10.2 10.4 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 
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（３）妊婦の喫煙、飲酒状況 

妊婦の喫煙状況について、平成27年度から令和元年度の５年間の合計をみると、対象者

数93人に対し、「吸わない」76人、「やめた」13人、「吸う」４人となっており、喫煙

者率は4.3％になっています。 

また、飲酒状況については、対象者数93人に対し、「飲まない」63人、「やめた」30

人、「飲む」0人となっており、飲酒者率は０％になっています。 

 

  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  ͑ ḧ›ὓ 

≤  

יּ   20 20 22 16 15 93 

ẊϩσΜ  16 17 18 13 12 76 

Ϟϛθ  3 1 4 3 2 13 

ẊΞ  1 2 0 0 1 4 

ṹיּנ  ̋ 5.0 10.0 0.0 0.0 6.7 4.3 

ʿ ◓︣ ῖ ⱲϯрϾ˔Е 

  

 ‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  ͑ ḧ›ὓ 

≤  

יּ   20 20 22 16 15 93 

ԐϘσΜ  15 17 17 8 6 63 

Ϟϛθ  5 3 5 8 9 30 

ԐϚ  0 0 0 0 0 0 

Ԑ יּ  ̋ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ʿ ◓︣ ῖ ⱲϯрϾ˔Е 
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５．歯科保健 

 

（１）幼児のむし歯の状況 

① 幼児のむし歯有病率 

幼児のむし歯の有病率について、平成30年度をみると、1歳６か月児及び、３歳児は

0.0％、５歳児は31.3％（乳歯）になっています。 

平成27年度からの４年間の推移をみると、1歳６か月は平成27年度を除き、0.0％であ

り、３歳児は平成30年度を除き、10％台、また、5歳児は平成28年度を除き、20％台（乳

歯）を推移しています。年齢が上がるほど、有病率が10％台、20％台と高くなっています。 

賀茂健康福祉センター管内、また静岡県と比較すると、１歳６か月において本町の0.0％

に対し、賀茂健康福祉センター管内、静岡県では1％前後の有病者が見られます。また、５

歳児において全体的にみて、静岡県を若干下回って推移しています。 

 

  

  

‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  

≤  ̋ 3.6 0.0 0.0 0.0 

ᵎ ὲῴ ♅ЈрЌ˔Ḛ  ̋ 2.3 1.4 0.7 1.3 

ᴎᾉ ̋ 1.3 1.1 0.9 0.9 

ʿ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ Ὣᴮˤⱦᴬ˥χᵵ  

   

‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  

≤  ̋ 18.9 13.3 17.4 0.0 

ᵎ ὲῴ ♅ЈрЌ˔Ḛ  ̋ 14.0 10.9 17.4 13.6 

ᴎᾉ ̋ 11.6 11.2 9.6 8.9 

ʿ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ Ὣᴮˤⱦᴬ˥χᵵ  

   

‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  

≤  ̋ 23.7 50.0 28.6 31.3 

ᴎᾉ ̋ 34.2 34.2 32.6 32.1 

ʿ ᴎᾉ͑⅞ⱪⱦᴬ ₰ 
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② 幼児のむし歯の本数 

３歳児、５歳児のむし歯の本数についてみると、３歳児は平成30年度において０本、５

歳児は令和元年度において、1.96本になっています。平成27年度以降、３歳児は0.6本以

下で、５歳児は2.0本以下で推移しています。３歳児については、賀茂健康福祉センター管

内、静岡県と比較しても大きな差はありませんが、５歳児については、静岡県と比較して

若干上回って推移しています。 

５歳児についてむし歯５本以上の有病者率、９本以上の有病者率についてみると、令和

元年度で21.4％、10.7％になっています。平成27年度以降、年度により大きな上下が見

られますが、静岡県と比較すると上回って推移しています。 

 

  

‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  

≤   0.24 0.53 0.09 0.00 

ᵎ ὲῴ ♅ЈрЌ˔Ḛ   0.06 0.38 0.16 0.07 

ᴎᾉ  0.05 0.37 0.03 0.03 

    ʿ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ Ὣᴮˤⱦᴬ˥χᵵ  

 

  

‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

ⱦ 

 
≤  ̋ 23.7 31.3 28.6 31.3 35.7 

ᴎᾉ ̋ 34.2 32.1 32.6 32.1 30.0 

Ϛΰⱦ  
≤   1.30 1.94 1.43 1.94 1.96 

ᴎᾉ  1.40 1.24 1.31 1.24 1.17 

͑ ӟ

יּ  

≤  ̋ 15.8 21.8 11.4 15.6 21.4 

ᴎᾉ ̋ 11.4 11.1 10.7 9.9 9.4 

͕ ӟ

יּ  

≤  ̋ 7.9 12.5 2.9 3.1 10.7 

ᴎᾉ ̋ 3.4 3.2 3.1 2.8 2.7 

ֶẆⱦ 

 
≤  ̋ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ᴎᾉ ̋ 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 

Ϛΰⱦ  
≤   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ᴎᾉ  0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

  ʿ ᴎᾉ͑⅞ⱪⱦᴬ ₰ 
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（２）中学生のむし歯の状況 

中学生のむし歯の有病率について、平成27年度から令和元年度の５年間について見ると、

令和元年度が4.7％と極端に低くなっています。その他の年度は30％前後で推移しています。 

賀茂健康福祉センター管内、静岡県と比較すると、全体的にみて賀茂健康福祉センター

管内を下回っています。また静岡県とはほぼ同じレベルにあります。 

 

  

  

‮  ӡ H.27  H.28  H.29  H.30  R.͍  

≤  ̋ 30.6 23.1 23.9 28.6 4.7 

ᵎ ὲῴ ♅ЈрЌ˔Ḛ  ̋ 34.3 38.7 37.4 33.6 25.6 

ᴎᾉ ̋ 27.3 26.4 24.9 23.4 21.7 

   ʿᶘ ⱦᴬ ὲ ₰  
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６．第３期計画の目標値評価 

 ‮  ӡ יּ 
ᵕ 

ᾝ  

͏ṍ  

͎  

ᾝ  
ᴣ 

  

ὲ

ᾁ

 

Υϭᾁ     H.27      

 ӴΥϭ 35⅞ӟ  ̋ 23.1 18.0 10.9 

R.͍  

✕ 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 42.3 30.0 20.9 ✕ 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 34.8 24.0 19.0 ✕ 

◓ẋ Υϭ 20⅞ӟ  ̋ 29.1 26.4 18.5 ✕ 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 34.8 26.9 23.2 ✕ 

ὲ  40̇74⅞ ̋ 34.3 50.0 41.0 R.͍  ̚ 

‰Ὤӊ יּ  
40̇74⅞ ̋ 

H.25

52.5 
45.0 53.1 

H.29  
̚ 

40̇74⅞ ̋ 41.0 33.0 41.0 ̚ 

ЮЌЩзАϼЄрЖк˔Э

ᵺ יּ  

40̇74⅞ 
̋ H.25

24.7 
20.0 26.2 

H.29  
✕ 

40̇74⅞ ̋ 8.3 5.0 5.1 ̚ 

₃ ΰϡΞ ᾁ  
40̇70⅞

5⅞  

̋ H.27

20.0 
ᴥ 19.0 R.͍  ✕ 

Ӿ 

χ ᶘ χᶤ› ᶘ  ̋ 
H.25

10.9 
ᾚ  12.3 R.͍  ✕ 

χᶤ› 
40⅞ӟ  ̋ 

H.25  

49.8 
35.0 53.3 

H.29  
✕ 

40⅞ӟ  ̋ 23.0 15.0 21.5 ̚ 

ᶨ

ʾ

֫

 

ᶨπ “ ψ

ᶨ Ϭ“Ξּיχᶤ› 

40̇74⅞ ̋ 
H.25

48.1 
60.0 36.1 

H.29  
✕ 

40̇74⅞ ̋ 48.3 60.0 43.7 ✕ 

Ẉ

ʾ 
ά
ά
ϧ 

πẈ Υ ρϦ

οΜϥ χᶤ› 

40̇74⅞ ̋ 
H.25

80.6 
85.0 68.4 

H.29  
✕ 

40̇74⅞ ̋ 77.0 85.0 66.3 ✕ 

θ
ω
ά
ʾ
ϯ
и
Ѐ

и
ʾ

 

Ḉ ṹיּנχᶤ› 
40̇74⅞ ̋ 

H.25

29.6 
12.0 29.8 

H.29  
✕ 

40̇74⅞ ̋ 5.5 ᾚ  5.9 ✕ 

Ԑ ˢϕϖיּ ˣχᶤ› 
40̇74⅞ ̋ 

H.25

48.7 
30.0 47.1 

H.29  
̚ 

40̇74⅞ ̋ 7.9 6.4 11.6 ✕ 

ⱦ
ʾ
ῢ
‘ 

͑⅞ⱪχϚΰⱦ͑ ӟ χ יּ  ͑⅞ⱪ ̋ 
H.26

19.4 
10.0 21.4 R.͍  ✕ 

ᶘ͍ χϚΰⱦ יּ  ᶘ͍  ̋ 
H.26

37.1 
25.0 4.7 R.͍  ̕ 

ⱦ Ḇᾁכ  40̋50̋60̋70⅞ ̋ 
H.26

3.3 
10.0 16.1 R.͍  ̕ 

ᴣṁ  ̕ʿ χ150̋ӟ  ̓ʿ Ϭ  ̚ʿ Ϭ ΰοΜσΜΥᾝ χᵠ ΚϤ 

     ✕ʿ Ϭ πΚϥΥ χ50̋ӟ χם  ✕✕：目標値を未達成で目標値の50％未満の実績値
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第１節 生活習慣病の発症予防・重度化防止 
 

 

１．生活習慣病 

（１）現状と課題 

① がん 

近年の本町の５大死因率をみると、第１位ががん（悪性新生物）であり、他の死因を大

幅に上回っています。令和元年度の各種がん検診の受診率は、胃がんが10.9％、肺がんが

２０.9％、大腸がんが19.0％、子宮頸がんが18.5％、乳がんが23.2％となっています。

国の公表結果では、静岡県、全国の受診率を大幅に上回っていますが、近年、受診率の低

下傾向が見られます。 

 

  

 

ʿ◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

  

13.9 
12.8 

11.8 12.1 
10.9 

25.4 

23.6 

21.6 21.5 20.9 

20.9 
20.9 20.2 19.8 

19.0 

19.2 
18.1 18.2 17.9 

18.5 

23.3 

23.0 

23.3 
22.7 23.2 

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

H.27 H.28 H.29 H.30 R.
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② 高血圧症 

近年の検査結果からの高血圧症の有病者率をみると、平成29年度は男性53.1％、女性

41.0％で、50％前後、40％台で推移しています。静岡県の平均と比較すると、10ポイン

ト以上と、大幅に上回っています。 

 

  

 

ʿ◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

 

③ 糖尿病 

近年の糖尿病の有病者率をみると、平成29年度は、男性11.5％、女性5.8％となってい

ます。男性は11、12％で、また、女性は６％前後で推移しています。静岡県の平均と比較

すると、ほぼ同様となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ʿ◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

52.5 51.7 
49.5 49.6 

53.1 

38.8 39.9 39.3 39.4 39.7 

41.0 
43.1 

41.7 40.6 41.0 

31.5 32.1 31.5 30.8 31.8 

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

H.25 H.26 H.27 H.28 H.29

10.8 

11.8 

12.2 

12.0 11.5 

11.2 
12.2 

12.2 

12.4 12.3 

5.7 

5.3 
6.0 

6.7 

5.8 5.5 

6.3 6.4 

6.4 

6.3 

0.0

5.0

10.0

15.0

H.25 H.26 H.27 H.28 H.29
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④ 脂質異常症 

近年の脂質異常症の有病者率をみると、平成29年度は男性58.1％、女性53.2％となっ

ており、男女ともに50％台で推移しています。静岡県の平均と比較すると、男女ともに若

干上回っています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

 

⑤ メタボリックシンドローム 

近年のメタボリックシンドロームの該当者率をみると、平成29年度は男性26.2％、女

性5.1％となっており、男性は20％台、女性は７％前後で推移しています。静岡県の平均

と比較すると、男性は4.0ポイント上回り、女性はほぼ同様となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

  

61.3 

58.7 58.7 
57.5 58.1 

55.3 

56.4 56.4 
55.8 55.8 

57.0 

55.3 55.3 
54.9 

53.2 

51.8 

53.8 53.8 
51.9 51.6 

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

H.25 H.26 H.27 H.28 H.29

24.7 23.8 24.2 24.4 
26.2 

20.1 20.6 21.2 21.7 22.2 

8.3 

6.4 

6.8 7.2 

5.1 6.3 

6.6 

6.8 6.9 

6.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

H.25 H.26 H.27 H.28 H.29
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（２）目標 

がんによる死亡を減少させるため、各種がん検診の受診率向上を図り、がんの早期発見、

早期治療を目指します。また、循環器疾患の発症予防及び重度化予防の視点から、危険因

子である高血圧症、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドロームの該当者率の減少、

特定健診受診率、特定保健指導実施率の向上を目指します。 

 

◙  יּ 
ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

Υϭᾁ χ       

◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

̞ = /יּ  יּ

̞ ψיּ ṁ

ῢ 

̞ӂ ˢΥϭˣ

♂ χᾚ ψʺ

ᴎᾉ ῢ ὓ 

ӴΥϭ 35⅞ӟ  ̋ 10.9 R.͍  18.0 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 20.9 R.͍  30.0 

  Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 19.0 R.͍  24.0 

◓ẋ Υϭ 20⅞ӟ  ̋ 18.5 R.͍  27.0 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 23.2 R.͍  28.0 

ӂ (Υϭˣ♂ ˢ ῢ 10 ˣχᾚ    521.2 H.30  ᾚ  

‰Ὤӊ יּ χᾚ  

40̇74⅞ ̋ 53.1 H.29  45.0 

40̇74⅞ ̋ 41.0 H.29   33.0 

Ӱל♦ יּ χᾚ  

40̇74⅞ ̋ 58.1 H.29  54.0 

40̇74⅞ ̋ 53.2 H.29  50.0 

יּ χᾚ  

40̇74⅞ ̋ 11.5 H.29  Ӳⱱ 

40̇74⅞ ̋ 5.8 H.29  Ӳⱱ 

ЮЌЩзАϼЄрЖк˔Эᵺ יּ

χᾚ  

40̇74⅞ ̋ 26.2 H.29  20.0 

40̇74⅞ ̋ 5.1 H.29  5.0 

ὲ χ  40̇74⅞ ̋ 41.0 R.͍  60.0 

ὲ◙ ☼ם χ  40̇74⅞ ̋ 51.7 R.͍  60.0 

₃ ΰϡΞ ᾁ χΰ  40̇70⅞͑⅞  ̋ 19.0 R.͍  ᴥ ≤ ϓ 
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（３）目標を推進するための方策 

① 個人や家庭での取り組み 

жϱТІГ˔Ѕ ἇ σ︡Ϥ ϙ 

▀ṍ 

ⱪṍ 

ˢ0˙͑⅞ˣ 

 ̧ ὲ Ϟ ⱪὲ σς σⱲṍτ ΰϘβʻ 

ᶘ ṍ 

ˢ6˙11⅞ˣ  ̧ ᶘ χ ṍὲ χὫᴮϬ Ϊρϛʺ ṓϞ ⱪ ᶨ Ḉ σςτνΜο◙

ήϦθ ›ψ ΰʺ ᶨ Ḉ Ϭᵠ ΰϘβʻ ◘ ṍ 

ˢ12˙17⅞ˣ 

ṍ 

ˢ18˙39⅞ˣ 
 ̧ ꜛ χὲῴτḩ Ϭⱱκʺὲῴ ₰ˢᾁ ˣϬ ΰϘβʻ 

ṍ 

ˢ40˙64⅞ˣ 

 ̧ ṍ τὲῴ ₰ˢᾁ ˣϬ ΰʺὲῴ χ Ӄτ ϛϘβʻ 

 ̧ ὲῴ ₰ˢᾁ χxὫᴮπˮ ◙ ˯χ ›ψʺ ὲ◙ Ϭ Ϊʺ ᶨ Ḉ

χᵠ ϬΰϘβʻ 

 ̧ ὲῴ ₰ˢᾁ ˣχὫᴮπˮ ˯ˮ Ӻ ˯χ ›ψʺ ϛτӺ Ṑḩ

Ϭ ΰϘβʻ 

 ̧ ΤΤϤνΪӺϬⱱκʺ › τὲῴξΨϤτνΜο ΰϘβʻ 

‰ ṍ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

 ̧ ṍ τὲῴ ₰ˢᾁ ˣϬ ΰʺᾕṓπ ΦπΦϥϢΞ ϛϘβʻ 

 ̧ ꜛ χὲῴḚ ϬΤΤϤνΪӺρ ΰϘβʻ 

 ̧ ᵒῐ τḩ Ϭⱱκʺᵒῐ τ ϛϘβʻ 

ᶆ Ặ  
 ̧ ⱧϞ֫ ʺẈ σςʺ ΰΜ ᶨ Ḉχ ꜡Ϭ τνΪϘβʻ 

 ̧ ΰΜ Ḉρ֫ π ϬӲⱱΰϘβʻ 

 

② 地域の取り組み 

 ̧ 生活習慣病予防の知識を地域で共有します。 

 ̧ 行政と協働し、健康づくりの情報交換ができる身近な居場所を確保・充実します。 

 ̧ 町で実施する健康診査（検診）には、地域で声をかけあって受診します。 
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③ 行政の取り組み 

☼├Ỹ  ἇ σ︡Ϥ ϙ ︠σⱧỘ  

ὲˢᾁˣ ʾ

ᶨ χ ρ

 ם

 ̧ ὲῴ ₰ˢᾁ ˣχ ΰϞβΜ ξΨϤτ

ϛϘβʻ 

 ̧ ḩἰṐḩρ τ ὀϬ Ϥ ☼ם̋ χ Ϭ“

ΜϘβʻ 

 ̧ ὲῴ ₰ˢᾁ ˣ ᷉ χיּ ᴟϬ ΰʺ

ṍτӺ Ṑḩχ Ϭ᷉ϛϘβʻ 

 ̧ ὲῴξΨϤτḩ Ϭⱱμο︡Ϥ Ϛ ϬӾ

ΰϘβʻ 

 ̧ ὲῴ ₰ 

 ̧ ᶆΥϭᾁ  

 ̧ ₃ ΰϡΞ ᾁ  

 ̧ ὲ◙  

 ̧ ᴟ

 

 ̧ ᶨ Ḉ

ᴟ  

ẉʾἴ  

 ̧ ᶆ ρ ὀΰʺ ΰΜ ᶨ Ḉχ ꜡χ ẉτ

ϛϘβʻ 

 ̧ ӽτ ΰΦʺ ᶨ Ḉ ϞὲῴξΨϤχ︡

Ϥ ϙϬ ΰϘβʻ 

 ̧ χὲῴ ₰s ᾁ χx χΰ τ ϛϘβ  ̒

 ̧ ᵒῐ τḩβϥ ꜡χ ẉʾἴ Ϭ Ϥʺ ᵒ

ῐ χיּ ᴥϬ ΰϘβʻ 

 ̧ ὲῴξΨϤ

ᶨ Ẹṳᵓ 

 ̧ ὲӦԌᵓ 

 ̧ ὲῴЫϱй˔Ѕ

ⱧỘ 

 ̧ ὲῴ ʾὲῴ

ễӾ 
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第２節 生活習慣の改善 
 

 

１．栄養・食生活・食育（食育推進計画） 

「食」は、生活習慣病と密接な関係があり、健康を増進するために欠かすことのできな

いものです。生涯を通じて健康な生活を送るためには、望ましい食習慣を実践することが

重要です。また、健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むためには、食育を推進して

いく必要があります。子どもの頃から、家庭や社会との様々な関わりの中で、調理を体験

することや栽培・収穫をすることなど多くの体験を通して、「食」への興味や関心を高め

ていくことが大切です。 

 

（１）現状と課題 

① 朝食の摂取 

令和２年度の児童・生徒の朝食の摂取状況をみると、小学生（5年生）の「毎日食べる」

は68.8％で、中学生（２年生）は86.8％になっています。低年齢の方が「毎日食べる」と

の回答が低くなっています。 

 

  

 

ʿ ︡ ệ ₰ 

 

  

68.8 

31.3 

0.0 0.0 

86.8 

13.2 

0.0 0.0 
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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今回実施したアンケート調査（20歳以上）では、「毎日食べる」の回答は90.2％を占め

ています。年齢別にみると、年齢が低いほど「毎日食べる」の回答は低くなり、20歳代で

は、58.3％と約半数強となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

② 主食・主菜・副菜の組み合わせ状況 

  

今回実施したアンケート調査（20

歳以上）では、主食・主菜・副菜を組

み合わせて食べることが１日２回以

上ある日が週に何日あるかについて、

「ほとんど毎日」の回答は56.9％と

なっています。 

 

 

 
 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

  

56.9%

18.8%

17.0%

5.1% 2.2%

n =448 

90.2

58.3

68.0

92.3

91.2

81.1

91.7

97.0

95.9

3.1

8.3

12.0

1.8

10.8

4.2

1.4

0.7

8.3

2.7

0.7

5.1

25.0

20.0

7.7

7.0

5.4

4.2

3.0
0.7

0.9

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

448

20 12

30 25

40 26

50 57

60 64 37

65 69 72

70 74 67

75 145
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③ 肥満の状況 

本町の子どもたちの肥満率をみると、令和元年度、小学生は12.3％、中学生は15.2％で

静岡県を大幅に上回っています。平成27年度からの推移をみると、全体的に上昇傾向を示

しており、小学生、中学生を対象とした肥満対策が重要となっています。 

また、成人の肥満率をみると、平成29年度、男性は53.3％、女性は21.5％になってい

ます。男性は静岡県を上回り、年々上昇傾向を示しており、特に、男性を対象とした肥満

対策が重要となっています。 

 

  

 

ʿ ≤ ψ χάςϜʺ ᴎᾉψ ᴎᾉᶘ  ὲ ὓ ₰ 

 

  

 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 

  

11.2 

12.8 

14.8 

12.1 

12.3 

6.2 
6.7 

6.1 
6.7 

7.9 

9.3 
9.9 

14.1 
13.0 

15.2 

7.3 7.1 
7.5 7.5 

7.7 

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

H.27 H.28 H.29 H.30 R.

49.8 47.3 
51.1 50.6 

53.3 

26.4 

45.6 46.0 46.6 47.6 

23.0 
22.3 21.6 

22.8 

21.5 

10.3 

20.4 20.5 20.9 

22.2 

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

H.25 H.26 H.27 H.28 H.29
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④ 食育の状況 

今回実施したアンケート調査（20歳以上）では、食育について「関心がある」と回答し

た人は24.3％、「どちらかといえば関心がある」と回答した人は38.4％で、合わせると

62.7％が『関心がある』と回答しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

⑤ 地産地消の状況 

食育連絡会の中で、「本町は豊かな自然に恵まれており、様々な食材が採れるが、本町

で採れる食材を知らない」、「食材の調理方法がわからない」等の意見が寄せられました。 

地産地消の普及が進むよう、本町で採れる食材や、その調理方法の紹介に取り組むこと

が必要です。 

 

  

24.3

19.9

28.0

38.4

31.9

43.2

20.5

24.1

18.0

8.0

13.6

3.6

6.7

8.9

5.2

2.0

1.6

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

448

191

250
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（２）目標 

生活習慣病を予防するため、子どもの頃からの健康な食生活の確立を目指します。 

地域の食材を活用した食生活の普及・啓発を進めていきます。 

 

◙  יּ 
ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

Ϭ ϓϥ◓ςϜχᶤ›χ

 

ⱪ ̋ ̞ᾝ σΰ  R.͎  80.0 

ᴎᾉ ︡ ệ

₰ˢễӾӦԌᵓˣ 

ᶘ͑  ̋ 68.8  R.͎  80.0 

ᶘ͎  ̋ 86.8 R.͎  90.0 

‰ ͎  ̋ ̞ᾝ σΰ  R.͎  80.0 

Ϭ ϓϥ χᶤ›χ  

20̇39⅞ ̋ 65.0  R.͎  85.0  

≤ ϯрϾ˔Е

₰ 

40̇64⅞ ̋ 88.0  R.͎  100τựξΪϥ 

65⅞ӟ  ̋ 95.0  R.͎  100τựξΪϥ 

︠ ʾ︠∂ʾ ∂χ ϙ›ϩδχᶤ›χ  20⅞ӟ  ̋ 56.9  R.͎  80.0  

χ ᶘ χᶤ›χᾚ  

ᶘ  ̋ 12.3 R.͍  10.0 

χάςϜ 

ᶘ  ̋ 15.2  R.͍  10.0  

χ χᶤ›χᾚ  

40̇74⅞ ̋ 53.3  H.29  35.0  ᴎᾉ ὲ ʾ

ὲ◙ τἰϥὲ

Д˔Ќ ⁮ ˢ◕  x40̇74⅞ ̋ 21.5  H.29  15.0  

Ӿτḩ χΚϥ χᶤ›χ  20⅞ӟ  ̋ 62.7  R.͎  75.0  ≤ ϯрϾ˔Е ₰ 

ẚ χ ∙τ ▀ Ϭ► βϥᶤ›χ   ̋ 28.4  R.͍  30.0  ᶘ ẚ ֵ ⁮ 

ὀΰθ ӾⱧỘϬם☼βϥ☼ χ   Τ  4 R.͍  5 ≤ ϓ 

ʿˮ ︠ ʾ︠∂ʾ ∂χ ϙ›ϩδ ψ˯ʺˮ ͍ ͎ᵕӟ ︠ ʾ︠∂ʾ ∂Ϭ ϙ›ϩδο ϓϥάρΥϕρϭς Κϥᶤ›˯

χ  

  ˮ ὀΰθ ӾⱧỘϬם☼βϥ☼ ˯ψʺˮ ᵰ ρ ὀΰο ӾⱧỘϬם☼ΰοΜϥ☼ ˯χ  
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（３）目標を推進するための方策 

① 個人や家庭での取り組み 

жϱТІГ˔Ѕ ἇ σ︡Ϥ ϙ 

▀ṍ 

ⱪṍ 

ˢ0˙͑⅞ˣ 

 ̧ ṍψʺ ⱪχֲốϬ― ΰ σֵ ρ ᶨπʺ ϘΰΜ ᴥτ

ϛϘβʻ 

 ̧ ʺ ṞΦʺ έ Ϭ ΰʺṛ ΰΜ ᶨ ḈϬ τνΪϘβʻ 

 ̧ ◓ςϜχ₇Τϣ ᶨ Ḉ ϬӪ꜡ΰθ χ Ⱨπ ᶐϬӾϙϘβʻ 

ᶘ ṍ 

ˢ6˙11⅞ˣ 

 ̧ π⅜Ϧϥ ∙Ϟ χ ∙τνΜοᶘόϘβʻ 

 ̧ ʺ ṞΦʺ έ Ϭ ΰʺṛ ΰΜ ᶨ ḈϬ τνΪϘβʻ 

 ̧ ᴪπχΣ︣ ΜϞ χ ᾓϬ ΰοʺ ϒχḩ Ϭ‰ϛϘβʻ 

◘ ṍ 

ˢ12˙17⅞ˣ 

 ̧ χ Ϭ ᵔΰʺ ϬρϤϘβʻ 

 ̧ ꜛ πὲῴϬӲⱱʾ πΦϥ ꜡ρṪ Ϭᶘόʺꜛϣ πΦϥ Ϭ

τνΪϘβʻ 

ṍ 

ˢ18˙39⅞ˣ 

 ̧ ὲῴϞ ᶨτḩβϥ ꜡Ϭ ϛʺꜛ πὲῴϬӲⱱʾ βϥ ᶨϬ

ם ΰϘβʻ 

 ̧ ꜛ χ Ϭ Ϥʺֵ НжрІτ ΰθ ⱧϬ ΥΪϘβʻ 

ṍ 

ˢ40˙64⅞ˣ 

 ̧ ꜛ Ϟᴪ χὲῴϬ― ΰθ ᶨϬם ΰϘβʻ 

 ̧ ᶨ Ḉ Ϭ βϥθϛχ ᶨτ ϛϘβʻ 

‰ ṍ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

 ̧ ᴪ Ϟ ḧρχ ⱧϬ ΰοʺΜΦΜΦρ ˑχ ᶨϬᶚΰϙϘβʻ 

 ̧ ӽχ ᴟϞ Ϭⱳ ϒ ΠοΜΦϘβʻ 

ᶆ Ặ  

 ̧ ⱧϬНжрІϢΨ ϓϥϢΞτ ΥΪϘβʻ 

 ̧ ᾕχ ∙Ϟ Ϭ Τΰθ Ⱨʺỏ χ Ϭᶚΰϙʺ ΠϘβʻ 

 ̧ ⅝ ʾ ᶏʾ τḩϩϥ ᾓϬΰϘβʻ 

 ̧ Μ ⱧϞ Ῠ χ ︡ψΏΠϘβʻ 

 

② 地域の取り組み 

 ̧ 健康づくり食生活推進協議会等の活動を通して、正しい食生活の普及に取り組みます。 

 ̧ 子どもが食の体験ができる機会を増やします。 

 ̧ 飲食店において、健康を意識した外食や中食を提供します。 
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③ 行政の取り組み 

☼├Ỹ  ἇ σ︡Ϥ ϙ ︠σⱧỘ  

ὓᵊ σ Ӿʾ

ֵ ◙ χ  

 ̧ Ӿ ᵓϬᵫ℗ΰʺ τḩβϥ ῖḊʺ︡Ϥ

ϙχᾁ Ϭ“Μʺ ὀ χ  ϬΰϘβʻ 
 ̧ Ӿ ᵓ 

Ӿʾֵ ◙

χ  ם

 ̧ ṍΤϣ‰ ṍϘπχжϱТІГ˔Ѕτᴂα

θ ϘΰΜ ᶨχםᾝτΰΪ ḩ̋ἰṐḩρ ὀ

ΰʺ ớ τ ӾϬ ΰϘβʻ 

 ̧ Ӻ Ṑḩρ ὀΰοʺ ὲ◖ʺֵ ●χ◙ Ϭ

ΪϞβΜ Ϭ ΰϘβʻ 

 ̧ ▀ ֵ  

 ̧ ϋϢά  

 ̧ ⱪὲ  

 ̧ ὲ◙  

 ̧ ᴟ

 

 ̧ ᶨ Ḉ

ᴟ  

 ̧ ТА  

 ̧ ֵ  

ẉʾἴ  

 ̧ ᶘ ֵ ●ʺ χֵ ●Υ ὀΰʺễӾṐḩ τ

ᶘ ẚ Ϭ ΰο Ӿ◙ ϬΰϘβʻ 

 ̧ ᶨ Ḉ τֲốβϥ ᶨτνΜο ΰʺ

χ χᵠ τ︡Ϥ ϙϘβʻ 

 ̧ χӲⱱϞᾚת ♦̋ χ ϤᵃΧχ Ӫ

σςʺ ⱧτνΜο ΰΜ χ ằτ ϛϘβ  ̒

 ̧ ӽπχὲῴ ὲ̋ῴễӾ πֵ τḩβϥ

ΰΜ ꜡χ ẉϬ ϤϘβʻ 

 ̧ ֵ „℅ 

ˢ Μχ ᶘ̋ ʺ

ḼỘ  x

 ̧ ₃ ΰϡΞ ᾁ

Ὣᴮ ᵓ 

 ̧ ֵ ◙  

ᶨ χ χ ằ

ρ◦כ 

 ̧ ˮὲῴξΨϤ ᶨ Ԍ˯χӾ τ ϛʺζχ

ӽᶨ Ϭ◦כΰϘβʻ 

 ̧ ▀ḩἰּיρ ὀΰ ẚ̋ πχ ▀ χ

ằϬ ΰϘβʻ 

 ̧ Ԑ ʺІ˔О˔ρ ὀΰʺὲῴϬӪ꜡ΰθᵰ

Ϟ Ϭ ằβϥ Ϭ ϞΰϘβʻ 

 ̧ ≤ ὲῴξΨ

Ϥ ᶨ Ẹ

ṳᵓχӾ ʾ֫

 כ◦ְ
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２．身体活動・運動 

（１）現状と課題 

日常生活において、健康を意識した歩行又は身体活動を行う人について平成29年度をみ

ると男性は36.1％、女性は43.7％で女性が男性を上回っています。男女ともに減少傾向

にあり、この５年間で男性は12.0ポイントと大きく減少し、女性も4.6ポイント減少して

います。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 

 

今回実施したアンケート調査（20歳以上）では、「健康のために意識して、身体を動か

すようにしていますか」について、全体で「している」は26.3％、「どちらかといえばし

ている」24.8％で、合わせると51.1％が『している』と回答しています。性別にみると、

『している』は女性の方が多く、女性54.0％、男性47.7％となっています。 

 

  

 
ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

  

26.3

23.6

28.8
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1.2
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（２）目標 

生活習慣病を予防し、生涯自立した生活ができるよう、活発な日常生活を送る人の増加

や運動を習慣化する人の増加を目指します。 

 

◙  יּ 
ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

ὲῴϬӪ꜡ΰο Ϭ ΤβϢΞ

τ ΥΪοΜϥ χᶤ›χ  

20⅞ӟ  ̋ 47.7  R.͎  60.0  ≤ ϯрϾ˔Е

₰ 20⅞ӟ  ̋ 54.0  R.͎  60.0  

 

（３）目標を推進するための方策 

① 個人や家庭での取り組み 

жϱТІГ˔Ѕ ἇ σ︡Ϥ ϙ 

▀ṍ 

ⱪṍ 

ˢ0˙͑⅞ˣ 

 ̧ ᴪ Ϟ ρ ớ τᵰπ όϘβʻ 

ᶘ ṍ 

ˢ6˙11⅞ˣ 

 ̧ ꜛⱵᵓϞ◓ςϜᵓσςΥ“Ξ ӽχІЪ˔Б ᵓτʺ ớ τ╥ᴥ

ΰϘβʻ 

◘ ṍ 

ˢ12˙17⅞ˣ 
 ̧ ӾϞᴿᵰᶨ Ϭ αοʺ ξΨϤτ ϛϘβʻ 

ṍ 

ˢ18˙39⅞ˣ 

 ̧ ᶨ ὓʾ ὓϬᶨ ΰϘβʻ 

 ̧ ꜛ τ›μθ χσΜ֫ ϬᾋνΪϘβʻ 

ṍ 

ˢ40˙64⅞ˣ 

 ̧ ᶨ ὓʾ ὓϬᶨ ΰϘβʻ 

 ̧ ֫ Ϭԁ τβϥ ḧϬ ϞΰϘβʻ 

 ̧ ӽχ֫ Ђ˔ϼиʾϱЦрЕτ ớ τ╥ᴥΰϘβʻ 

‰ ṍ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

 ̧ ᶨ ὓʾ ὓϬᶨ ΰϘβʻ 

 ̧ ӽχ֫ Ђ˔ϼиʾϱЦрЕτ ớ τ╥ᴥΰϘβʻ 

ᶆ Ặ  
 ̧ ΜϧΜϧσ֫ ϬὊᾓΰ ᶚ̋ΰΨπΦϥ֫ ḈϬ τνΪϘβ  ̒

 ̧ ₇Τϣ Ψ ḈϬ τνΪϘβʻ 

 

② 地域の取り組み 

 ̧ グループ活動など、地域をあげてできる運動に取り組みます。 

 ̧ 地区活動へは、地域で声をかけあって参加します。 
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③ 行政の取り組み 

☼├Ỹ  ἇ σ︡Ϥ ϙ ︠σⱧỘ  

ᶨ ʾ֫

χḕẽ  

 ̧ ֫ Ḉχᶍ τ︡Ϥ ϙϘβʻ 

 ̧ χ π ᶨ Ϟ֫ Ϭ“ΞάρϬ ΰ

Ϙβʻ 

 ̧ ӽϬΚΫοπΦϥ֫ χ Ϭ◦כΰϘβʻ 

 ̧ ὲῴЫϱй˔Ѕ

ⱧỘ 

 ̧ ὲῴ ʾὲῴ

ễӾ 

ẉʾἴ  

 ̧ Ϭ Τβάρχ ήϞ ᶚ̋ΰήϬ ᵒΰϘβ  ̒

 ̧ ΰΜ֫ χ ằϬ“ΜϘβʻ 

 ̧ πΦϥ῝Ặ☼ Ϟ῝הσςχ ằϬ“

ΜϘβʻ 

 ̧ ◓ ὲⱧỘ 

 ̧ ὲῴ ʾὲῴ

ễӾ 

 

  



第４章 健康づくりの推進 

59 

 

３．休養・こころの健康 

（１） 現状と課題 

① 睡眠での休養状況 

静岡県の調査結果によると、睡眠で休養が十分とれている人について平成29年度をみる

と、男性が68.4％、女性が66.3％で、静岡県と比較すると、男女ともに若干上回っていま

す。近年の傾向をみると、男女ともに十分とれているの回答が減少傾向になっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 

 

② ストレスの有無 

  

今回実施したアンケート調査

（20歳以上）では、この１か月間の

ストレスの有無について、17.0％の

方が「大いにある」と回答し、42.9％

の方が「多少ある」と回答していま

す。半数以上の方が何らかのストレ

スを感じています。 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 
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③ ストレスの相談相手 

今回実施したアンケート調査（20歳以上）では、「ストレスを感じたとき、誰に相談し

ますか」との問い（複数回答）に、最も多い回答は「夫（妻）」の36.6％で、「友人」32.1％、

「兄弟・姉妹」15.8％と続きます。また、「相談する人はいない」との回答は12.9％となっ

ています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

（２）目標 

 

こころの病気に関する正しい知識と対処方法について啓発し、睡眠が十分にとれている

人や生きがいのある生活をしている人の増加を目指します。また、相談窓口の充実や人材

育成など体制整備を進めることで、こころの健康づくりを推進します。 

 

◙  יּ 
ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

πẈ Υ τρϦοΜϥ

χᶤ›χ  

40̇74⅞ ̋ 68.4  H.29  75.0  ᴎᾉ ὲ ʾ

ὲ◙ τἰϥὲ

Д˔Ќ ⁮ ˢ◕  x40̇74⅞ ̋ 66.3  H.29  75.0  

יּ╙ꜛ ˢ ῢ 10 ˣχᾚ    15.4  H.27̇R.͍  0.0 ᴎᾉ ῢ ὓ 

ІЕйІχ ︣ΥΜσΜ χᶤ›χᾚ  20⅞ӟ  ̋ 12.9  R.͎  10̋ӟᴞ ≤ ϯрϾ˔Е

₰ ᶚΰϙϞ ΦΥΜχΚϥ ᶨϬΰοΜϥ χᶤ›χ  20⅞ӟ  ̋ 69.9  R.͎  80.0  

8.5 

36.6 

15.8 

8.5 

32.1 

7.6 

5.8 

0.7 

5.8 

1.6 

8.9 

12.9 

8.7 
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（３）目標を推進するための方策 

① 個人や家庭での取り組み 

жϱТІГ˔Ѕ ἇ σ︡Ϥ ϙ 

▀ṍ 

ⱪṍ 

ˢ0˙͑⅞ˣ 

 ̧ Ӿⱪπψʺᴪ χԁ τ ΥΤΤϣσΜϢΞτᴪ π◓Ӿο

Ϭ“ΜϘβʻ 

 ̧ ⱪṍτΣΪϥ ◓χώϦΚΜχ Ϭ ꜡ΰʺ◓ςϜρώϦ

ΚΞⱲḧϬ τΰϘβʻ 

ᶘ ṍ 

ˢ6˙11⅞ˣ  ̧ ІЫ˔ЕТ϶рϞϿ˔ЭψⱲḧϬὨϛο ΰϘβʻ 

 ̧ ᴡπϜ πΦϥ ϬνΨϤϘβʻ ◘ ṍ 

ˢ12˙17⅞ˣ 

ṍ 

ˢ18˙39⅞ˣ 

 ̧ Ӿⱪπψʺᴪ χԁ τ ΥΤΤϣσΜϢΞᴪ π Ϊ›Μ

Ϙβʻ 

ṍ 

ˢ40˙64⅞ˣ 

 ̧ ᴪ ḧπΞν χ ῙϬ Ӄΰθϣʺ ⁭σ τ βϥ τӺ

ṐḩϞ ᴪτ ΰϘβʻ 

‰ ṍ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

 ̧ ꜛ χᶚΰϙϞ ʺ ΦΥΜϬⱱκϘβʻ 

 ̧ Ϟ ӽρχνσΥϤϬⱱκʺΜΦΜΦρΰθ ϬᵃέΰϘβʻ 

ᶆ Ặ  

 ̧ σ ʾẈ Ϭ︡ϤϘβʻ 

 ̧ ʾ ṞΦϬ ΥΪʺṛ ΰΜ ᶨχзЇЭϬ⌠ϤϘβʻ 

 ̧ ꜛ τ›μθІЕйІᵔ Ϭ τνΪʺІЕйІϬЀрЕк˔и

πΦϥϢΞτΰϘβʻ 

 ̧ Ξν σςχάάϧχ ṓτνΜοʺ ΰΜ ꜡Ϭ ΰ ṓ̋ξΨʾ

ṓξΪϥ τσϤϘβʻ 

 ̧ άάϧχ ϙϬ κ Ϊʺ πΦϥ ︣ϬⱱκϘβʻ 

 ̧ άάϧχ ϙϬḇαθϣʺ ṍτ Ϥχ ϞӺ Ṑḩσςχ Ṑ

ḩτ ΰϘβʻ 

 

② 地域の取り組み 

 ̧ 職場や地域でのメンタルヘルス対策を行います。 

 ̧ 友人や身近な人への声かけを行います。 

 ̧ 趣味に関する講座や地域の活動に、誘い合って参加します。 

 ̧ 民生委員や保健委員が中心となり、地域で声かけや見守りを行います。 

 ̧ 子育て世代に対し情報交換できる場を確保し、地域全体で子育てを応援します。 
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③ 行政の取り組み 

☼├Ỹ  ἇ σ︡Ϥ ϙ ︠σⱧỘ  

ϙϭσπ◦Π›

Ξ  

 ̧ πΦϥṐḩσςϬ ΰ ӗ̋ ΰο Ϟ

ΥπΦϥ Ϭ ΠϘβʻ 
 

ẉʾἴ  

 ̧ ʾẈ χ ήϬἴ ΰϘβʻ 

 ̧ ІЕйІᵔ χθϛχ ꜡Ϭ ẉΰϘβʻ 

 ̧ Ξν σςχάάϧχ ṓτḩβϥ ꜡Ϟ

σςχ ẉʾἴ τ ϛϘβʻ 

 ̧ ϢϤϢΜ ᶨ Ḉχ ήʺ֫ Ϟ ᶨ τϢ

ϥІЕйІᵔ ϬᶘϐṐᵓϬ ằΰϘβʻ 

 ̧ ◓ ὲⱧỘ 

 ̧ ὲῴ ʾὲῴ

ễӾ 

 

ᶨ χ χ ằ

ρ◦כ 

 ̧ ᶆ ὲτḩβϥ Ϭם☼ΰ ά̋άϧχ

χᵔ Ϭ◦כΰϘβʻ 

 ̧ 24Ⱳḧ  

 ̧ › כ◦

ˢ ӽ ᶧ◦כ

ЈрЌ˔ˣ  

 ̧ ὲ   

 ̧ ᶘ ϸϳрЈж˔ 
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４．喫煙・飲酒 

（１）現状と課題 

① 喫煙の状況 

町民の習慣的喫煙者率について平成29年度をみると、男性が29.8％、女性が5.9％で、

近年横ばいの状況となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 

 

今回実施したアンケート調査（20歳以上）では、「現在吸っている」との回答は、男性

が16.8％、女性5.6％となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 
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② 飲酒の状況 

ほぼ毎日飲酒する町民の割合について平成29年度をみると、男性が47.1％、女性が

11.6％となっています。近年の静岡県平均と比較すると、男性が10ポイント前後と、大

幅に上回っており、女性も１ポイント前後上回っています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ᴎᾉ ὲ ʾ ὲ◙ τἰϥὲ Д˔Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 

 

今回実施したアンケート調査（20歳以上）では、「ほぼ毎日」飲んでいるとの回答は、

男性が35.1％、女性が11.6％となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

  

21.4

35.1

11.6

5.8

8.4

4.0

6.9

6.8

7.2

25.0
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33.7

23.6
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2.7
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

448

191

250

48.7 48.5 
45.7 44.1 

47.1 

38.0 37.0 

37.3 36.7 

36.2 

7.9 

10.5 12.2 11.9 11.6 
9.5 

9.9 9.9 10.2 10.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H.25 H.26 H.27 H.28 H.29



第４章 健康づくりの推進 

65 

 

（２）目標 

喫煙者を減らし、適切な飲酒を目指します。特に、妊婦の喫煙者、飲酒者をなくすこと

を目指します。 

 

◙  יּ 
ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

Ḉ ṹיּנχᶤ›χᾚ  

20⅞ӟ  ̋ 16.8  R.͎  12.0  

≤ ϯрϾ˔Е

₰ 

20⅞ӟ  ̋ 5.6  R.͎  5̋ ӟᴞ 

Ԑ ˢϕϖיּ ˣχᶤ›χᾚ  

20⅞ӟ  ̋ 35.1  R.͎  30.0  

20⅞ӟ  ̋ 11.6  R.͎  6.6  

χṹיּנϬσΨβ   4 H.27̇R.͍  0 
◓︣ ῖ ⱲϯрϾ˔Е 

χԐ ͍.ϬσΨβ   0 H.27̇Rיּ  0 

 

（３）目標を推進するための方策 

① 個人や家庭での取り組み 

жϱТІГ˔Ѕ ἇ σ︡Ϥ ϙ 

▀ṍ 

ⱪṍ 

ˢ0˙͑⅞ˣ 

 ̧ ʾ ṍψ ⱪʾ ⱪτẉϖβֲốϬ ᵔΰ ṹ̋נ Ԑ̋ ψΰϘ

δϭʻ 

ᶘ ṍ 

ˢ6˙11⅞ˣ  ̧ θωάʾϯиЀ˔иχᵲϬ ᵔΰʺ βϥϘπψ τṹנ Ԑ̋

ψΰϘδϭʻ ◘ ṍ 

ˢ12˙17⅞ˣ 

ṍ 

ˢ18˙39⅞ˣ 

 ̧ θωάʾϯиЀ˔иχᵲϬ ᵔΰʺ βϥϘπψ τṹנ Ԑ̋

ψΰϘδϭʻ 

 ̧ ṹיּנψỨנʾ ʾנ τנ ϛϘβʻ 

 ̧ ◓ςϜϞ χ ṹנ ♁τ ϛϘβʻ 

 ̧ θωάʾϯиЀ˔иτ ϣσΜІЕйІᵔ ϬᾋνΪϘβʻ 

 ̧ Ԑ ϞṹנϬ τ᷉ϛσΜϢΞτΰϘβʻ 

 ̧ χԐ τ ϛʺẈḟ Ϭ ΪϘβʻ 

ṍ 

ˢ40˙64⅞ˣ 

‰ ṍ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

ᶆ Ặ  

 ̧ ΥϭϞ ὬḚכḆʺ ʺ͙ͤͥ͘ρΜμθʺθωάχᵲϬ ᵔ

ΰʺṹנΰσΜϢΞτΰϘβʻ 

 ̧ Ӵמʾ מ ϯ̋иЀ˔иӢ Ϟ ᶨ Ḉ ρΜμθ ϯ̋иЀ˔и

χᵲϬ ᵔΰʺ ΰΜԐ Ϭ τ ΪϘβʻ 
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② 地域の取り組み 

 ̧ 地域団体や町内商店などでも、未成年にたばこ、アルコールを、「売らない、買わせな

い、吸わせない、飲ませない」環境づくりを勧めます。 

 ̧ 事業所は、受動喫煙防止を図るとともに、禁煙・分煙対策を推進します。 

 ̧ たばこ・アルコールの害についての普及・啓発を行います。 

 

③ 行政の取り組み 

☼├Ỹ  ἇ σ︡Ϥ ϙ ︠σⱧỘ  

ṹנϞԐ

χḕẽ  

 ̧ ῝Ặχ τΣΪϥỨנχ Ϟ ṹ̋נ χ

τϢϥ נ ├Ϭ ΰϘβʻ 

 ̧ ṹנ ♁χθϛτỨנʺ Ϭ“σΞԐנ

Ϭ ϞΰϘβʻ 

 

ẉʾἴ  

 ̧ θωάʾϯиЀ˔иΥ ΠϥᵲτνΜοʺ ẉʾ

ἴ Ϭ“ΜϘβʻ 

 ̧ ʾ ṍχṹנʾԐ Υ ⱪʾ ⱪτ Πϥ

ֲốτνΜοʺἴ Ϭ“ΜϘβʻ 

 ̧ Ứנ τνΜοχ ΰΜ ꜡χ ẉρ◙ Ϭ

“ΜϘβʻ 

 ̧ σԐ ʺẈḟ χ ʺ ΰΜԐ χ

꜡χ ẉϬ“ΜϘβʻ 

 ̧ ◓ ὲⱧỘ 

 ̧ ὲῴ ₰ʾ

ὲ◙  

 

ỨנϞ Ԑ

ʾ ϒχ︡

Ϥ ϙ◦כ 

 ̧ ỨנṆ ϞԐיּ ϬϞϛθΜ τ ΰʺ χ◙

ϞỨנᵰ ʺ χ Ӻ ṐḩϬ ᵒβϥσ

ςʺ◦כϬ“ΜϘβʻ 

 ̧ ὲ◙  

 ̧ ὲ  
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５．歯・口腔の健康（歯科口腔保健計画） 

（１）現状と課題 

① 子どものむし歯の状況 

本町の平成30年度のむし歯のある幼児の割合は、1歳６か月児、３歳児はともに０％で

すが、５歳児は31.3％と一挙に増えています。また、むし歯のある生徒の割合は、近年30％

前後で推移しています。 

 

  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ʿ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ Ὣᴮˤⱦᴬ˥χᵵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ʿ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ Ὣᴮˤⱦᴬ˥χᵵ  
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ʿ ᴎᾉ͑⅞ⱪⱦᴬ ₰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ʿᶘ ⱦᴬ ὲ ₰ 
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② 歯科健診の受診状況（成人） 

  

今回実施したアンケート調査

（20歳以上）では、「あなたはこの

１年間に、歯科健診を受けましたか」

との問いに、「受けた」との回答は

51.8％でした。 

 

 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

（２）目標 

幼児期から正しい歯みがき習慣を推進し、むし歯を予防すること、また、定期的な歯科

健診の受診を啓発し、歯の喪失や歯周病予防を目指します。 

 

◙  יּ 
ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

͑⅞ⱪχϚΰⱦ͑ ӟ Ὂᾓּיχᶤ›χᾚ  ͑⅞ⱪ ̋ 21.4  R.͍  10.0  ᴎᾉ͑ ⅞ⱪⱦᴬ ₰ 

ᶘ͍ χϚΰⱦὊᾓּיχᶤ›χᾚ  ᶘ͍  ̋ 4.7  R.͍  10%ӟᴞ ᶘ ⱦᴬ ὲ ₰ 

ᵃẠ͍ ḧτⱦᴬὲ Ϭ ΰθ χᶤ›χ  20⅞ӟ  ̋ 51.8  R.͎  65.0  ≤ ϯрϾ˔Е ₰ 

ⱦ Ḇᾁכ χ  40̋50̋60̋70⅞ ̋ 16.1  R.͍  20.0  ≤ ϓ 

 

  

51.8%43.5%

4.7%

n =448 
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（３）目標を推進するための方策 

① 個人や家庭での取り組み 

жϱТІГ˔Ѕ ἇ σ︡Ϥ ϙ 

▀ṍ 

ⱪṍ 

ˢ0˙͑⅞ˣ 

 ̧ ΰΜⱦϙΥΦρ▫ Ϋ Φχ ḈϬʺ ◓π τνΪϘβʻ 

 ̧ ⱦᴬὲ π◙ Ϭ ΪθϣʺβΩτⱦᴬϬ ΰϘβʻ 

ᶘ ṍ 

ˢ6˙11⅞ˣ 

 ̧ ֶẆⱦχϚΰⱦϞⱦ χθϛʺ ΰΜⱦ Φ ḈρТАᴟ

σςʺꜛᾪḚ βϥ Ϭ τνΪϘβʻ 

◘ ṍ 

ˢ12˙17⅞ˣ 

 ̧ ⱦᴬὲ π◙ Ϭ ΪθϣʺβΩτⱦᴬϬ ΰϘβʻ 

 ̧ ϚΰⱦϞⱦ χθϛʺ ΰΜⱦ Φ ḈρТАᴟ σςʺ

ꜛᾪḚ βϥ Ϭ τνΪϘβʻ 

ṍ 

ˢ18˙39⅞ˣ 

 ̧ ṍ τΤΤϤνΪⱦᴬϒ ΰʺὲ Ϟ ṍḚ Ϭ ΪϘβʻ 

 ̧ ϚΰⱦϞⱦ χθϛʺ ΰΜⱦ Φ ḈρТАᴟ σςʺ

ꜛᾪḚ βϥ Ϭ τνΪϘβʻ 

 ̧ ⱦḧУжЄϞДрЌиТкІϬ Μʺⱦḧ Ϭ Ḉ τ“ΜϘβ  ̒

ṍ 

ˢ40˙64⅞ˣ 

 ̧ ṍ τΤΤϤνΪⱦᴬϒ ΰʺὲ Ϟ ṍḚ Ϭ ΪϘβʻ 

 ̧ ϚΰⱦϞⱦ χθϛʺ ΰΜⱦ Φ ḈρТАᴟ σςʺ

ꜛᾪḚ βϥ Ϭ τνΪϘβʻ 

 ̧ ⱦḧУжЄϞДрЌиТкІϬ Μʺⱦḧ Ϭ Ḉ τ“ΜϘβ  ̒

‰ ṍ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

 ̧ ṍ τΤΤϤνΪⱦᴬϒ ΰʺὲ Ϟ ṍḚ Ϭ ΪϘβʻ 

 ̧ ϚΰⱦϞⱦ χθϛʺ ΰΜⱦ Φ ḈρТАᴟ σςʺ

ꜛᾪḚ βϥ Ϭ τνΪϘβʻ 

 ̧ ⱦḧУжЄϞДрЌиТкІϬ Μʺⱦḧ Ϭ Ḉ τ“ΜϘβ  ̒

 ̧ ῢ‘Ṑ ᴞϬ ΰʺ῏ Ϟ Ϭ ΰʺ ᵶτϩθϤᶚΰΨʺ

ӗ τ ⱧΥπΦϥϢΞτΰϘβʻ 

ᶆ Ặ  

 ̧ ТАᴟ ›ⱦ −Ϭ όʺ῟ᴮ τ►ΜϘβʻ 

 ̧ НжрІϢΜ ⱧϬ ΥΪ Ϣ̋ΨΤϭπ ϓϥ ḈϬ τνΪϘβ  ̒

 ̧ ῇϞ τⱦϬ Ψ ḈϬ τνΪϘβʻ 

 ̧ ṍ τⱦᴬὲ Ϭ ΪϘβʻ 

 ̧ ͔͌⅞πꜛ χⱦΥ͎͌ ӟ ΚϥάρϬ ◙ΰϘβʻ 

 

② 地域の取り組み 

 ̧ 職場、学校などでも、食後に歯みがきをします。 

 ̧ 職場、学校などでも、定期的な歯科健診の受診を呼びかけます。 

 ̧ 町が実施する歯科口腔保健事業に、地域で声をかけあって積極的に参加します。 
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③ 行政の取り組み 

☼├Ỹ  ἇ σ︡Ϥ ϙ ︠σⱧỘ  

ὓᵊ σⱦᴬ

ὲχ  

 ̧ ⱦᴬῢ‘ ὲὓᵊτṁξΦ ⱦ̋ᴬ ὲχ τ

ϛϘβʻ 
 

ὲ ʾ

χ  ם
 ̧ ⱦ Ḇᾁכ χ ΰϞβΜ ⌠Ϥτ ϛϘβ  ̒  ̧ ⱦ Ḇᾁכ  

ẉʾἴ  

 ̧ ◓ὲῴ︣ ῖ ⱲϞὲ Ⱳ ᶆ̋ ễעσςτΣ

Μοʺ ⱦᴬὲ χ Ϭ ΰϘβʻ 

 ̧ ᶆ τΚμθⱦᴬ ὲχ◙ Ϟễעχᶈ Ϭ

Ϥʺἴ τ ϛϘβʻ 

 ̧ Ϛΰⱦʾⱦ χ ꜡χ ẉϬ ϥρρϜ

τʺⱦᴬӺ◖ρχ ὀϬ τΰʺТАᴟ χ

Ϭ ΰϘβʻ 

 ̧ ῢ‘Ṑ Υ ᴞΰσΜϢΞʺῢ‘Ṑ χӲⱱʾΰ

χἴ Ϭ ϛϘβʻ 

 ̧ ∕ χ 8̋0⅞πꜛ χⱦΥ 20 ӟ Κϥ

Ϭ Ӄΰʺ8020 ֫ Ϭῲיּ π ᵒβϥσ

ςʺ8020֫ χ ẉτ ϛϘβʻ 

 ̧ ◓ ὲⱧỘ 

 ̧ ὲῴ ₰ⱧỘ  

 ̧ ὲῴ ʾὲῴ

ễӾ  

 ̧ Ӿם ⱧỘ  

 ̧ ТА  

 ̧ ТА ῢⱧỘ 

 ̧ ᵒῐ ⱧỘ 
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第３節 地域ぐるみの健康づくりの推進 
 

 

１．地域活動の活性化と環境づくり 

（１）現状と課題 

今回実施したアンケート調査（20歳以上）では、生活の生きがい、地域活動の参加等に

ついてみると、以下のような回答結果でした。 

 

① 楽しみや生きがいのある生活 

「あなたは、普段、楽しみや生きがいをもって生活していますか」については、全体で

「いる」は69.9％でした。年齢別にみると、「いる」が最も高いのは、60～64歳の83.8％

で、高齢になるほど「いる」は低くなる傾向が見られます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

  

69.9

66.7

80.0

73.1

71.9

83.8

73.6

68.7

63.4

23.7

33.3

20.0

26.9

24.6

16.2

22.2

25.4

25.5

6.5

3.5

4.2

6.0

11.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

448

20 12

30 25

40 26

50 57

60 64 37

65 69 72

70 74 67

75 145
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② 参加している地域活動 

「現在、どのような地域活動に参加していますか」（複数回答）については、地域活動

は「町内会・自治会」の22.8％が最も多く、「祭り・行事」17.2％、「自主サークル活動」

14.1％と続きます。一方、「参加していない」は43.8％と最も多く、回答者の半数弱を占

めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

③ 幸せ度 

  

「あなたの今の生活の『幸せ度』

は何点だと思いますか（10点満点）」

については、「８点」の22.5％が最

も多く、以下、「５点」15.8％、「６

点」15.6％、「７点」15.2％と続き

ます。平均点を算出（評価点に回答

者数を乗じて回答者数合計で除し

た）すると、6.5点となります。 

 

ʿ ≤ ϯрϾ˔Е ₰ˢ ͎ ͓ʺ͔Ὦם☼ˣ 

 

  

6.9%

7.1%

22.5%

15.2%
15.6%

15.8%

3.8%

4.0%
3.3%

1.3%4.2%

n = 448

10

22.8 

14.1 

1.3 

3.8 

2.2 

4.2 

17.2 

4.7 

43.8 

6.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NPO

n = 448
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（２）目標 

町民が気軽に立ち寄り、茶飲み話をしながら憩う場として、町民の「通いの場」づくり

を推進します。「通いの場」での町民同士のふれあいから、町民活動が活性化し、日頃の

生活に生きがいが生まれることを目指します。 

 

◙  יּ 
ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

╥ᴥΰοΜϥ ӽᶨ χᶤ› 20⅞ӟ  ̋ 56.2  R.͎  60.0 ≤ ϯрϾ̝ Е ₰ 

ˮ Μχ ˯ χ ᴥ  Τ  6 R.͎  11 ≤ ϓ 

 

（３）目標を推進するための方策 

① 個人や家庭での取り組み 

жϱТІГ˔Ѕ ἇ σ︡Ϥ ϙ 

▀ṍ 

ⱪṍ 

ˢ0˙͑⅞ˣ 

 ̧ ◓ςϜτḩβϥὲ ʺ ᵓχ τ╥ᴥΰϘβʻ 

 ̧ ⱪ ḬϞ῝הσςϬ ớ τ ΰϘβʻ 

ᶘ ṍ 

ˢ6˙11⅞ˣ  ̧ ˮ ϥΨΚΜήνʾψμΦϤ ⱧʾΰμΤϤῇΰϘνs ԁ ṙ

≤ ╣νχם ֫ ˣ˯Ϭ“ΜϘβʻ ◘ ṍ 

ˢ12˙17⅞ˣ 

ṍ 

ˢ18˙39⅞ˣ  ̧ ꜛ τ›μθ ΦΥΜξΨϤʺὲῴξΨϤχᶨ ϬᾋνΪʺ╥ᴥΰ

Ϙβʻ 

 ̧ ự χ Ϟ ḧτ ΤΪϬ“Μʺ ΰΜ ΦΥΜξΨϤʾὲῴξ

ΨϤχᶨ ϬṞάΰϘβʻ 

ṍ 

ˢ40˙64⅞ˣ 

‰ ṍ 

ˢ65⅞ӟ ˣ 

ᶆ Ặ  

 ̧ έự ρχΚΜήνʺ῀Μχᾋ︢ϤϬ “ΰʺέự ξΦΚΜχ

ϬếϛϘβʻ 

 ̧ ӽχᶨ τ ớ τ╥ᴥΰʺ ӽχῖ τ ϛϘβʻ 

 ̧ ᶨכ◦῀ Ϟ ᴟᶨ σςʺЩжрГϰϯᶨ τ╥ᴥΰϘβʻ 
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② 地域の取り組み 

 ̧ 公民館や集会所などを活用し、地域活動、生涯学習などを通じた地域交流に努めます。 

 ̧ 地域をあげてできる運動に取り組みます。 

 ̧ 孤立する世帯がないように、地域で声かけ運動や見守りを行います。 

 

③ 行政の取り組み 

☼├Ỹ  ἇ σ︡Ϥ ϙ ︠σⱧỘ  

ӽχ τϢϥ

ὲῴξΨϤ 

 ̧ ᵶϬ αοὋ ΰθὲῴξΨϤϬם“βϥθ

ϛʺꜛ︠Ͻи˔ФχӾ Ϟ◦כϬ“ΜϘβʻ 

 ̧ ΦΥΜξΨϤ ὲ̋ῴξΨϤχθϛχ ᶨ Ϭ

ʺΰכ◦ ʺ ӽ ʺḩἰṐḩχ ξΨϤϬ

 ΰϘβʻכ◦

 ̧ ρ ρχ Ϭ™ ΰʺέự ʾ ӽ Ϭ‰ϛ

Ϙβʻ 

 ̧ ӽτ ΰΜθ

ὲῴ ʾὲῴ

ễӾ 

 ̧ ЩжрГϰϯӾ  

ẉʾἴ  

 ̧ Ỹᶨ ʺὲῴξΨϤᶨ τ╥ᴥβϥϢΞʺἴ

Ϭ“ΜϘβʻ 

 ̧ Υ Ỹᶨ ὲ̋ῴξΨϤᶨ τḩβϥ Ϭ

︣ὖτ ︣πΦϥϢΞτʺ ˑσ☼ ʺḼỘʺ

ӽ χ ὀϬ τ Ϥ ϱ̋рЌ˔КАЕ χ

ΰΜ КАЕм˔ϼϬ Τΰʺ ằϬ

ΰϘβʻ 

 ̧ ῲ ♠ʺШ˔Э

Ч˔ЅϬᶨ ΰ

θ  

ᶨ χ χ ằ

ρ◦כ 

 ̧ ◓ςϜτḩβϥὲ ʾ ᵓτΣΜο ḧξΨϤ

χ Ϭ Ϊʺ◦כΰϘβʻ 

 ̧ ỸЂкрϞˮ Μχ ˯σςʺ‰ ╥ᵓזΥּיּ

ᴥπΦϥ Ϊ╡ξΨϤχ◦כϬ“ΜϘβʻ 

 ̧ ЩжрГϰϯᶨ χ ρṐᵓχ ằϬ“Μ כ̋◦

ΰϘβʻ 

 ̧ ◓ ὲⱧỘ 

 ̧ ЩжрГϰϯᶨ

 כ◦
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第４節 第４期計画の目標一覧 
 

 

 
‮  יּ 

ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

ᶨ

Ḉ

 

Υϭᾁ χ       

◕ ⁯ ὲ Ὣᴮ 

̞ = /יּ  יּ

̞ ψיּ ṁ

ῢ 

̞ӂ ˢΥϭˣ

♂ χᾚ ψʺ

ᴎᾉ ῢ ὓ 

ӴΥϭ 35⅞ӟ  ̋ 10.9 R.͍  18.0 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 20.9 R.͍  30.0 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 19.0 R.͍  24.0 

◓ẋ Υϭ 20⅞ӟ  ̋ 18.5 R.͍  27.0 

Υϭ 40⅞ӟ  ̋ 23.2 R.͍  28.0 

ӂ (Υϭˣ♂ ˢ ῢ 10 )χᾚ    521.2 H.30  ᾚ  

‰Ὤӊ יּ χᾚ  
40̇74⅞ ̋ 53.1 H.29  45.0 

40̇74⅞ ̋ 41.0 H.29   33.0 

Ӱל♦ יּ χᾚ  
40̇74⅞ ̋ 58.1 H.29  54.0 

40̇74⅞ ̋ 53.2 H.29  50.0 

יּ χᾚ  
40̇74⅞ ̋ 11.5 H.29  Ӳⱱ 

40̇74⅞ ̋ 5.8 H.29  Ӳⱱ 

ЮЌЩзАϼЄрЖк˔Эᵺ

יּ χᾚ  

40̇74⅞ ̋ 26.2 H.29  20.0 

40̇74⅞ ̋ 5.1 H.29  5.0 

ὲ χ  40̇74⅞ ̋ 41.0 R.͍  60.0 

ὲ◙ ☼ם χ  40̇74⅞ ̋ 51.7 R.͍  60.0 

₃ ΰϡΞ ᾁ χΰ  40̇7͌ ⅞ 5⅞  ̋ 19.0 R.͍  ᴥ ≤ ϓ 

ֵ

ʾ

ᶨ
ʾ

Ӿ 
Ϭ ϓϥ◓ςϜχᶤ›

χ  

ⱪ ̋ ̞ᾝ σΰ  R.͎  80.0 

ᴎᾉ ︡ ệ

₰ˢễӾӦԌᵓˣ 

ᶘ͑  ̋ 68.8 R.͎  80.0 

ᶘ͎  ̋ 86.8  R.͎  90.0 

‰ ͎  ̋ ̞ᾝ σΰ  R.͎  80.0 

Ϭ ϓϥ χᶤ›χ

 

20̇39⅞ ̋ 65.0  R.͎  85.0  

≤ ϯрϾ˔Е

₰ 

40̇64⅞ ̋ 88.0  R.͎  100τựξΪϥ 

65⅞ӟ  ̋ 95.0  R.͎  100τựξΪϥ 

︠ ʾ︠∂ʾ ∂χ ϙ›ϩδχᶤ›χ  20⅞ӟ  ̋ 56.9  R.͎  80.0  

χ ᶘ χᶤ›χᾚ  
ᶘ  ̋ 12.3 R.͍  10.0 

χάςϜ 
ᶘ  ̋ 15.2  R.͍  10.0  

χ χᶤ›χᾚ  

40̇74⅞ ̋ 53.3  H.29  35.0  
ᴎᾉ ὲ ʾ

ὲ◙ τἰϥὲ Д˔

Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 40̇74⅞ ̋ 21.5  H.29  15.0  

Ӿτḩ χΚϥ χᶤ›χ  20⅞ӟ  ̋ 62.7  R.͎  75.0  ≤ ϯрϾ̝ Е ₰ 

ẚ χ ∙τ ▀ Ϭ► βϥᶤ›χ   ̋ 28.4  R.͍  30.0  ᶘ ẚ ֵ ⁮ 

ὀΰθ ӾⱧỘϬם☼βϥ☼ χ   Τ  4 R.͍  5 ≤ ϓ 

ʿˮ ︠ ʾ︠∂ʾ ∂χ ϙ›ϩδ ψ˯ʺˮ ͍ ͎ᵕӟ ︠ ʾ︠∂ʾ ∂Ϭ ϙ›ϩδο ϓϥάρΥϕρϭς Κϥᶤ›˯

χ  

 ˮ ὀΰθ ӾⱧỘϬם☼βϥ☼ ˯ψʺˮ ᵰ ρ ὀΰο ӾⱧỘϬם☼ΰοΜϥ☼ ˯χ   
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‮  יּ 

ӡ 

ṁ   

R.͓  
 

  

ᶨ

ʾ 

֫

 

ὲῴϬӪ꜡ΰο Ϭ ΤβϢΞ

τ ΥΪοΜϥ χᶤ›χ  

20⅞ӟ  ̋ 47.7  R.͎  60.0  ≤ ϯрϾ˔Е

₰ 20⅞ӟ  ̋ 54.0  R.͎  60.0  

Ẉ

ʾ
ά
ά
ϧ 

πẈ Υ τρϦοΜϥ

χᶤ›χ  

40̇74⅞ ̋ 68.4  H.29  75.0  
ᴎᾉ ὲ ʾ

ὲ◙ τἰϥὲ Д˔

Ќ ⁮ ˢ◕ ˣ 40̇74⅞ ̋ 66.3  H.29  75.0  

יּ╙ꜛ ˢ ῢ 10 ˣχᾚ    15.4 H.27̇R.͍  0.0 ᴎᾉ ῢ ὓ 

ІЕйІχ ︣ΥΜσΜ χᶤ›χᾚ  20⅞ӟ  ̋ 12.9  R.͎  10̋ӟᴞ ≤ ϯрϾ˔Е

₰ ᶚΰϙϞ ΦΥΜχΚϥ ᶨϬΰοΜϥ χᶤ›χ  20⅞ӟ  ̋ 69.9  R.͎  80.0  

ṹ
נ
ʾ
Ԑ

 

Ḉ ṹיּנχᶤ›χᾚ  
20⅞ӟ  ̋ 16.8  R.͎  12.0  

≤ ϯрϾ˔Е

₰ 

20⅞ӟ  ̋ 5.6  R.͎  5̋ ӟᴞ 

Ԑ ˢϕϖיּ ˣχᶤ›χᾚ  
20⅞ӟ  ̋ 35.1  R.͎  30.0  

20⅞ӟ  ̋ 11.6  R.͎  6.6  

χṹיּנϬσΨβ   4 H.27̇R.͍  0 
◓︣ ῖ ⱲϯрϾ Е̝ 

χԐ ͍.ϬσΨβ   0 H.27̇Rיּ  0 

ⱦ
ʾ
ῢ
‘ 

͑⅞ⱪχϚΰⱦ͑ ӟ Ὂᾓּיχᶤ›χᾚ  ͑⅞ⱪ ̋ 21.4  R.͍  10.0  ᴎᾉ͑⅞ⱪⱦᴬ ₰ 
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資料１ 「町民の健康・食生活等に関するアンケート調査」結果 

１. 調査の概要 

（１）調査の目的 

松崎町第３期健康増進計画が令和２年度で最終年度を迎えることから、新たな第4期

計画を策定するために、町民の健康、生活習慣、食生活、歯科などについての意識や現

状を把握し、計画策定のための基礎資料を収集することを目的として実施しました。 

 

（２）調査の概要 

① 調査の対象 

松崎町（以下「本町」という）に居住する満20歳以上の男女1,000人 

② 抽出方法 

住民基本台帳から無作為抽出 

③ 調査方法 

郵送によるアンケート調査（郵送配付、郵送回収） 

④ 調査時期 

令和２年７月、８月 

 

（３）調査内容 

○ 回答者の属性 

○ 健康意識、健診等 

○ 食生活 

○ 食育 

○ 運動 

○ 休養やストレス 

○ 生きがいや地域活動参加 

○ たばこや飲酒 

○ 歯の健康 

 

（４）回収結果 

 対象者数 有効回収 有効回収率 

本町居住20歳以上町民 1,000 人 448 人 44.8％ 
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２. 調査結果の概要 

 

（１）回答者の属性 

① 性別 

回答者の性別については、「男」

42.6％、「女」55.8％、「無回

答・不明」1.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 年齢 

年齢については、「75歳以上」

の33.0％が最も多く、「65～69

歳」16.1％、「70～74歳」15.0％、

「50歳代」12.9％と続きます。

65歳以上の高齢者が64.1％を占

めています。 
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③ 現在と20歳ごろのBMI 

身長・体重・BMIについて、現在と20歳ごろのBMIを性別にみると、男女ともに高齢化

により身長が低くなっている一方、体重が増えており、結果としてBMIは「肥満（１度）

（25～30未満）」の増加がみられます。 

 

【男性】 

 

【女性】 

 

 

（２）健康意識、健診等 

① 健康意識 

問 あなたは、ふだん自分は健康だと感じていますか。（○は１つ） 

 

健康意識については、「健康な

方だと思う」の62.5％が最も多

く、「あまり健康でない」23.4％

が続きます。『健康だと思う』（「非

常に健康だと思う」＋「健康な方

だと思う」）の割合は67.4％で、

『健康でない』（「あまり健康で

ない」＋「健康でない」）の割合

は31.9％となっています。 
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② 生活習慣の意識 

問 健康の面から見て、自分の生活習慣をどう思いますか。（○は１つ） 

 

生活習慣の意識については、「ま

あよいと思う」の44.2％が最も多

く、「どちらともいえない」25.9％、

「あまりよくない」16.5％と続き

ます。『よいと思う』（「よいと思

う」＋「まあよいと思う」）の割合

は51.6％で、『よくない』（「あま

りよくない」＋「よくないと思う」）

の割合は21.6％となっています。 

 

③ 健康診査や人間ドックの受診 

問 健康診査や人間ドックを受けていますか。（○は１つ） 

 

健康診査や人間ドックの受診に

ついては、「毎年受けている」の

62.9％が最も多く、「過去５年以

内に１回以上受けた」14.7％、「全

く受けたことがない」11.8％と続

きます。 
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④ 毎年受診しない理由 

問 前問で、「２」「３」「４」と答えた方にお聞きします。毎年受診しない理由は何ですか。

（あてはまるもの全てに○） 

 

毎年受診していない方への設問で、受診しない理由については、「医療機関に通院し

ていたから」の35.6％が最も多く、「心配な時いつでも医療機関を受診できる」23.1％、

「時間がとれない」15.6％、「費用がかかる」13.8％、「面倒である」12.5％と続きます。 
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（３）食生活 

① 朝食の摂取 

問 あなたは、ふだん朝食をとりますか。（○は１つ） 

 

朝食の摂取については、「毎日

食べる」の90.2％が最も多く、そ

の他は「ほとんど食べない」5.1％、

「週２～３回食べない」3.1％、

「週４～５回食べない」0.7％と

わずかです。 

 

 

 

 

② 主食・主菜・副菜の組み合わせ状況 

問 あなたは、主食（ごはん、パン、めんなどの料理）、主菜（魚、肉、卵、大豆・大豆製品

を主材料とした料理）、副菜（野菜、きのこ、芋類、海藻類を主材料とした料理）の３つを

組み合わせて食べることが１日２回以上あるのは、週に何日ありますか。（○は１つ） 

 

主食・主菜・副菜の組み合わせ

状況については、「ほとんど毎日」

が56.9％と過半数を占め、「週に

４～５日」18.8％、「週に２～３

日」17.0％と続きます。 
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③ 野菜料理の摂取状況 

問 あなたは、毎日野菜料理をたっぷり（１日小鉢５皿、350ｇ程度）食べていますか。 

（○は１つ） 

 

毎日野菜料理をたっぷり食べ

ているかについては、「いいえ」

が63.2％を占め、「はい」の

34.4％を28.8ポイントと大き

く上回っています。 

 

 

 

 

 

④ 間食や甘い物の摂取 

問 朝昼夕の３食以外に間食や甘い物を摂取していますか。（○は１つ） 

 

間食や甘い物の摂取について

は、「時々」の60.5％が最も多く、

「毎日」22.1％、「ほとんど摂取

しない」16.7％と続きます。 
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⑤ 食品を選ぶ際に重視する点 

問 食品を選ぶ際、重視する点は何ですか。（あてはまるもの全てに○） 

 

食品を選ぶ際に重視する点については、「好み」の63.2％が最も多く、わずかに下回っ

て「鮮度」59.6％、「おいしさ」59.2％と続きます。以上が重視する主要な３点になっ

ています。 

 

 

 

⑥ 家族と一緒に食事をする頻度 

問 一緒に暮らす家族(同居者を含む)とともに、朝食、昼食、夕食を食べるのはどのくらいあ

りますか。それぞれ１つずつ選んでください。（○は１つ） 

 

家族と一緒に食事をする頻度について朝食、昼食、夕食別にみると、「ほとんど毎日」

が３食とも最も多く、朝食49.1％、昼食35.0％、夕食55.6％になっています。３食と

も２番目に多いのが「ほとんどない」で、朝食18.8％、昼食17.0％、夕食13.2％となっ

ています。 
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（４）食育                                          

① 「食育」の関心 

問 あなたは「食育」に関心がありますか。（○は１つ） 

 

「食育」の関心については、「ど

ちらかといえば関心がある」の

38.4％が最も多く、「関心がある」

24.3％、「どちらかといえば関心

がない」20.5％と続きます。 

『関心がある』（「関心がある」

＋「どちらかといえば関心があ

る」）の割合は62.7％で、『関

心がない』（「どちらかといえば

関心がない」＋「関心がない」）

の割合28.5％を34.2ポイント

と大きく上回っています。 

 

（５）運動                                      

① 健康を意識した運動 

問 健康のために意識して、身体を動かすようにしていますか。 

 

健康を意識した運動について

は、「している」の26.3％が最

も多く、「どちらかといえばして

いる」24.8％、「あまりしてい

ない」23.2％、「どちらともい

えない」16.1％と続きます。 

『している』（「している」＋

「どちらかといえばしている」）

の割合は51.1％で、『していな

い』（「あまりしていない」＋「し

ていない」）の割合30.1％を

21.0ポイント上回っています。 
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② 健康のための運動をしていない理由 

問 前問で、「４」｢５｣ と答えた方にお聞きします。その理由は何ですか。 

（あてはまるもの全てに○） 

 

運動をしていないと回答した方への設問で、していない理由については、「面倒だか

ら」の40.0％が最も多く、「運動する時間がない」27.4％、「仕事で体を動かせてい

るので、特に運動する必要がない」17.8％、「健康上の理由でできない」15.6％と続

きます。 

 

 

 

（６）休養やストレス 

① 睡眠の状況 

問 あなたは、よく眠れますか。（○は１つ） 

 

睡眠の状況については、「よく

眠れる」が57.4％と過半数を占

め、「あまりよく眠れない」

35.0％が続きます。 
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② この１ヵ月間のストレスの有無 

問 この１ヵ月間に、不安、悩み、苦労などによるストレスを感じたことがありますか。 

（○は１つ） 

 

この１ヵ月間のストレスの有

無については、「多少ある」の

42.9％が最も多く、「あまりな

い」25.7％、「大いにある」

17.0％、「まったくない」

10.9％と続きます。『ある』（「大

いにある」＋「多少ある」）の割

合は59.9％で、『ない』（「あ

まりない」＋「まったくない」）

の割合36.6％を23.3ポイント

上回っています。 
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42.9%
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③ ストレスを感じる主な原因 

問 前問で、「１」「２」と答えた方にお聞きします。ストレスを感じる主な原因は何ですか。

（あてはまるもの全てに○） 

 

ストレスがあると回答した方への設問で、感じる主な原因については、「自分の仕事」

の31.0％が最も多く、「収入・家計・借金など」21.3％、「自分の病気や介護」及び

「家族の病気や介護」の20.5％、「家族との人間関係」20.1％と続きます。比較的回

答が分散しています。 
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（７）生きがいや地域活動参加 

① 楽しみや生きがいのある生活 

問 あなたは、普段、楽しみや生きがいをもって生活していますか。（○は１つ） 

 

楽しみや生きがいのある生活

をしているかについては、「いる」

が69.9％を占め、「いない」の

23.7％を46.2ポイントと大幅

に上回っています。 

 

 

 

 

 

② 参加している地域活動 

問 現在、どのような地域活動に参加していますか。（あてはまるもの全てに○） 

 

参加している地域活動内容については、「町内会・自治会」の22.8％が多く、「祭り・

行事」17.2％、「自主サークル活動」14.1％と続きます。一方、「参加していない」と

の回答は43.8％と最も多く、回答者の半数弱を占めています。 
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③ 幸せ度 

問 あなたの今の生活の「幸せ度」は何点だと思いますか。あてはまる点数に、○印をつけ

てください。（○は１つ） 

 

幸せ度を10点（とても幸せ）か

ら１点（全く幸せでない）で評価し

回答する設問では、「８点」の

22.5％が最も多くなっています。

以下「５点」15.8％、「６点」15.6％、

「７点」15.2％と続きます。 

評価点と回答者数を乗じて合計

し、回答者数合計で除して平均点を

算出すると、6.5になります。 

 

（８）たばこや飲酒 

① 喫煙の有無 

問 あなたは、たばこを吸いますか。（○は１つ） 

 

喫煙の有無については、「以前

から吸わない」が57.8％と過半

数を占め、「以前吸っていたがや

めた」30.1％が続きます。「現在

吸っている」は10.3％となって

います。 
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性別でみると、男性は「現在吸っている」が16.8％、「以前吸っていたがやめた」が

50.3％、女性は「現在吸っている」が5.6％、「以前吸っていたがやめた」が15.6％と

なっています。 

年齢別でみると、「現在吸っている」の回答が最も多いのが20歳代の25.0％で、65～

69歳の16.7％が続きます。 

 

【性別】 

 

【年齢別】 
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② 受動喫煙の頻度 

問 自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会がありますか。（○は1つ） 

 

受動喫煙の頻度については、「ほ

とんどない」が69.4％を占め、その

他は「月に数回ある」8.9％、「週

に数回ある」7.6％、「ほとんど毎

日ある」7.4％といずれも10％未

満となっています。受動喫煙が『あ

る』（「ほとんど毎日ある」＋「週

に数回ある」＋「月に数回ある」）

の割合は、23.9％となっています。 

 

③ 飲酒の頻度 

問 あなたは、週に何日くらいお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。 

（○は１つ） 

 

飲酒の頻度については、「もとも

と飲まない（飲めない）」の33.7％

が最も多く、「ほとんど飲まない」

25.0％、「ほぼ毎日」21.4％と続

きます。 
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性別でみると、男性は「ほぼ毎日」の35.1％が最も多く、「もともと飲まない（飲め

ない）」23.6％が続きます。女性は「もともと飲まない（飲めない）」の41.2％が最も

多く、「ほとんど飲まない」30.4％が続きます。 

年齢別では、「ほぼ毎日」の回答が最も多いのは、65～69歳の31.9％で、50歳代

29.8％、30歳代28.0％と続きます。また「もともと飲まない（飲めない）」の回答が

最も多いのは、75歳以上の44.1％で、20歳代41.7％、60～64歳40.5％と続きます。 

 
【性別】 

 
 

【年齢別】 

 

  

21.4

35.1

11.6

5.8

8.4

4.0

6.9

6.8

7.2

25.0

17.8

30.4

4.5

6.3

3.2

33.7

23.6

41.2

2.7

2.1

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

448

191

250

21.4

8.3

28.0

11.5

29.8

21.6

31.9

19.4

16.6

5.8

8.0

15.4

7.0

5.4
1.4

9.0

4.8

6.9

25.0

4.0

19.2

14.0

5.4

6.9

4.5

2.8

25.0

25.0

32.0

38.5

19.3

21.6

23.6

31.3

22.1

4.5

4.0

5.3

5.4

2.8

6.0

5.5

33.7

41.7

20.0

15.4

22.8

40.5

30.6

29.9

44.1

2.7

4.0

1.8

2.8

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

448

20 12

30 25

40 26

50 57

60 64 37

65 69 72

70 74 67

75 145
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④ １日当たりの飲む量 

問 前問で、「１」「２」「３」と答えた方にお聞きします。お酒を飲む日は１日当たり、ど

のくらいの量を飲みますか。清酒に換算してお答えください。（○は１つ） 

̞ 1›ˢ180mlˣψⱳχ τ ΰϘβʻ 

Рʾ˔и όϭ͍ ˢ 500mlˣ̋ḝ Мϱ͍ ˢ 500mlˣ̋ 35ˢ80mlˣ̋ϳϱІϺ˔ЍУи͍ ˢ60mlˣ̋мϱр͎ ˢ240mlˣ 

 

お酒を飲むと回答した方への

設問で、１日当たりの飲む量につ

いては、「１～２合」の44.4％が

最も多く、「１合未満」41.2％、

「３～４合」11.1％と続きます。 

 

 

 

 

 

（９）歯の健康 

① 歯科健診の受診 

問 あなたはこの１年間に、歯科健診を受けましたか。（○は１つ） 

 

歯科健診の受診については、「受

けた」が51.8％と半数強を占め、

「受けない」は43.5％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

41.2%

44.4%

11.1%

1.3% 2.0%

n =153

51.8%43.5%

4.7%

n =448 
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② 8020運動の認知 

問 あなたは、8020運動を知っていますか。（○は１つ） 

 

8020運動の認知については、

「言葉の意味も知っている」が

54.7％と過半数を占め、「言葉も

知らない」34.2％が続きます。 

 

 

 

 

 

  

54.7%

5.4%

34.2%

5.8%

n =448 
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３. 調査票 
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資料２ 健康づくり関係団体からの意見のまとめ 

  

分
野
１
：
「
栄
養
・
食
生
活
・
食
育
」
に
関
す
る
こ
と
　

番
号

問
題
・
課
題

概
要

件
数

対
応
策
「
家
族
・
町
民
」

対
応
策
「
地
域
・
団
体
」

対
応
策
「
町
」

1
子
ど
も
の
ア
レ
ル
ギ
ー

・
ア
レ
ル
ギ
ー
の
子
が
多
い
。

・
ア
レ
ル
ギ
ー
食
品
未
摂
取
の
新
入
園
児
が
多
く
、
与
え
る
タ
イ
ミ

ン
グ
が
分
か
ら
な
い
。

2

・
（
園
対
応
策
）
未
摂
取
の
も
の
は
、
給
食
で
除
去
し
た
り
、
代
用
の

食
品
を
提
供
し
て
い
る
。

・
（
園
対
応
策
）
栄
養
士
を
中
心
に
、
対
象
児
の
保
護
者
に
連
絡
を
取

り
、
確
認
す
る
と
共
に
、
必
要
に
応
じ
て
与
え
方
な
ど
ア
ド
バ
イ
ス
す

る
。

・
妊
産
婦
や
新
生
児
訪
問
等
で
、
離
乳
食
相
談
等
し
て
い
る
と
思
う

が
、
そ
の
中
で
ア
レ
ル
ギ
ー
食
品
の
与
え
方
等
に
つ
い
て
知
ら
せ
て
欲

し
い
。

・
小
麦
、
牛
乳
、
卵
な
ど
ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
子
ど
も
が
多
い
の

で
、
そ
う
い
う
食
材
の
給
食
で
の
使
用
を
少
な
く
す
る
。

2
偏
食
・
野
菜
不
足
・

食
事
量
・
栄
養
バ
ラ

ン
ス

・
食
事
量

・
好
き
嫌
い
、
偏
食

・
特
に
野
菜
の
好
き
嫌
い
が
激
し
い
子
が
多
い
。

・
栄
養
バ
ラ
ン
ス
良
く
食
事
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

・
１
人
暮
ら
し
の
場
合
、
栄
養
不
足
に
な
る
。
バ
ラ
ン
ス
良
く
摂
る
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

・
惣
菜
の
利
用
で
栄
養
が
か
た
よ
る
。

・
決
ま
っ
た
数
種
類
の
野
菜
ば
か
り
で
、
様
々
な
種
類
の
野
菜
を
使
え

て
い
な
い
。

・
副
菜
は
時
々
作
る
が
、
主
菜
は
ど
う
し
て
も
C
O
-
O
P
の
電
子
レ
ン
ジ

で
調
理
で
き
る
も
の
を
使
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
。
野
菜
不
足

を
感
じ
て
い
る
。

7

・
料
理
の
工
夫

・
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
心
が
け
る
。

・
苦
手
な
物
で
も
食
卓
に
出
す
よ
う
心
が
け
る
。

・
い
つ
も
と
違
う
野
菜
を
買
っ
て
み
る
。

・
ク
ッ
ク
パ
ッ
ド
等
で
レ
シ
ピ
を
探
す
。

・
１
人
暮
ら
し
の
た
め
、
自
分
で
何
と
か
考
え
る
し
か
な
い
。

・
友
達
を
作
り
、
お
互
い
に
情
報
交
換
す
る
。

・
一
品
で
も
良
い
の
で
、
手
作
り
の
料
理
を
作
る
。

・
給
食
試
食
会
で
給
食
の
良
さ
（
「
お
い
し
い
給
食
」
「
み
ん
な
で
食

べ
る
よ
さ
」
）
を
保
護
者
に
知
っ
て
も
ら
う
。

・
自
分
た
ち
が
作
っ
た
野
菜
を
収
穫
し
、
料
理
を
す
る
。
旬
を
感
じ
る

季
節
の
も
の
を
食
べ
る
。

・
栄
養
指
導
、
給
食
指
導
を
行
う
。

・
学
校
栄
養
士
さ
ん
や
町
の
管
理
栄
養
士
さ
ん
に
訪
問
し
て
い
た
だ

き
、
食
に
つ
い
て
（
野
菜
の
大
切
さ
、
食
べ
る
こ
と
の
大
切
さ
等
）
お

話
を
し
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て
欲
し
い
。

・
食
推
協
の
訪
問
、
指
導
を
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て
欲
し
い
。
地
域
の

方
に
専
門
的
に
お
話
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
子
ど
も
達
に
よ
い
機
会

で
あ
る
。
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
。

・
料
理
教
室
、
栄
養
の
お
話
な
ど
、
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
。

・
家
族
構
成
や
年
齢
に
合
っ
た
食
事
メ
ニ
ュ
ー
を
お
勧
め
す
る
。

・
サ
イ
ト
の
開
設

・
多
く
の
子
ど
も
達
に
苦
手
な
物
の
良
さ
を
伝
え
る
環
境
を
作
る
。

・
季
節
の
野
菜
、
お
す
す
め
の
食
材
の
紹
介

・
近
く
で
料
理
の
講
習
を
す
る
。

・
食
に
関
す
る
啓
蒙
活
動
の
推
進

・
子
ど
も
食
の
料
理
教
室
な
ど
の
開
催

・
子
ど
も
も
食
べ
や
す
い
、
食
べ
て
く
れ
そ
う
な
料
理
の
紹
介
（
料
理

教
室
や
レ
シ
ピ
な
ど
）

・
料
理
教
室
、
マ
ル
シ
ェ
を
開
き
、
参
加
を
呼
び
か
け
る
。

・
子
ど
も
の
時
か
ら
の
食
育
指
導

3
食
の
意
識
・
食
育

・
食
に
関
し
て
の
意
識
が
低
い
。

・
親
世
代
が
し
っ
か
り
と
食
育
を
受
け
て
い
な
い
。

・
食
育
の
意
識
が
な
い
時
代
に
育
っ
た
。

・
そ
し
ゃ
く
（
か
め
な
い
、
つ
め
こ
む
）

・
子
ど
も
の
食
育

4

・
食
の
大
切
さ
を
再
認
識

・
野
菜
を
育
て
る
（
畑
の
貸
し
出
し
）
。

・
お
米
を
育
て
る
（
田
ん
ぼ
の
貸
し
出
し
）
。

・
料
理
教
室

・
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
親
に
も
食
育
実
施

・
子
育
て
会
や
マ
マ
の
会
な
ど
立
ち
上
が
ら
せ
、
交
流
会
の
場
を
設
け

て
も
ら
う
。

・
食
育
講
座
を
つ
く
る
。

・
ま
ず
は
町
（
行
政
）
が
食
育
を
学
ん
で
欲
し
い
。

・
食
育
の
場
を
確
保

・
子
ど
も
達
と
野
外
活
動

・
命
の
大
切
さ
を
知
る

・
交
流
会
の
場
の
提
供

・
資
金
の
補
助

・
食
べ
物
の
育
て
方
を
学
ん
だ
り
、
調
理
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
学
ん

で
も
ら
う
。

・
給
食
を
手
作
り
に
。
小
さ
い
町
だ
か
ら
こ
そ
こ
だ
わ
る
。
ま
（
豆
）

ご
（
ご
ま
）
わ
（
わ
か
め
）
や
さ
（
野
菜
）
し
い
（
キ
ノ
コ
類
）
を
多

く
摂
取
。

4
食
の
変
化
と
乱
れ

・
欧
米
化

・
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
、
ジ
ャ
ン
ク
フ
ー
ド
を
好
む
親

・
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

・
偽
装

・
外
国
産
食
物
の
流
通

・
外
食
の
増
加

1

・
安
心
安
全
を
重
視

・
添
加
物
、
化
学
調
味
料
か
ら
の
脱
却
と
、
自
然
食
品
の
見
直
し

・
家
庭
菜
園
で
自
給

・
安
心
、
安
全
の
注
意
喚
起

・
親
(P
)、

学
校
(T
)、

地
域
(A
)の

連
携

・
意
識
高
揚
を
促
す
P
R

・
偽
装
の
排
除

5
生
活
習
慣
病
・
健
康
意

識
・
肥
満

・
高
血
圧
、
糖
尿
病
等
、
病
院
通
い
の
人
が
多
い
。

・
生
活
習
慣
病
の
増
加

・
健
康
意
識
が
低
い
。

・
肥
満

3

・
家
庭
で
食
事
を
作
る
人
に
、
食
の
大
切
さ
を
理
解
し
て
も
ら
う
。

・
町
の
講
習
会
な
ど
に
出
席
す
る
。

・
食
生
活
の
把
握
。
何
を
、
ど
れ
だ
け
食
べ
て
い
る
か
を
用
紙
に
記
入

す
る
な
ど
。

・
体
の
し
く
み
を
学
ぶ
。

・
食
べ
物
の
し
く
み
を
学
ぶ
。

・
食
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
方
、
家
族
に
病
気
の
人
が
い
る
方
な
ど
研

修
会
に
参
加
し
て
も
ら
う
よ
う
呼
び
掛
け
る
。

・
食
推
会
員
、
保
健
委
員
が
地
区
で
話
し
合
い
の
場
を
作
り
、
自
分
が

勉
強
し
た
事
を
広
げ
て
い
く
。

・
町
の
人
達
が
「
食
」
に
関
し
て
ど
ん
な
こ
と
に
興
味
を
も
っ
て
い
る

の
か
リ
サ
ー
チ
（
何
か
の
イ
ベ
ン
ト
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
）
。

・
給
食
を
日
本
産
の
も
の
に
す
る
。
冷
食
を
あ
ま
り
使
わ
ず
、
健
康
な

体
作
り
が
で
き
る
よ
う
に
、
お
米
、
野
菜
を
多
く
す
る
。

・
治
療
は
薬
の
み
で
な
く
、
食
事
の
大
切
さ
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
よ

う
、
料
理
実
習
な
ど
の
機
会
を
作
る
。

・
食
に
関
す
る
講
義
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
、
食
と
生
活
習
慣
病
と
の
関

り
な
ど
を
多
く
行
う
。
参
加
す
る
と
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
る
な
ど
。

6
料
理
の
手
間
、
生
活
の

変
化

・
た
ま
に
、
ご
は
ん
を
作
る
の
が
面
倒
に
な
り
、
買
い
弁
や
イ
ン
ス
タ

ン
ト
を
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

・
深
夜
帯
の
仕
事
が
あ
る
。

・
料
理
が
そ
こ
ま
で
上
手
で
な
い
。

2

・
協
力
し
て
ご
は
ん
を
作
り
あ
っ
た
り
、
手
伝
っ
た
り
す
る
こ
と
で
楽

に
な
る
。

・
料
理
が
楽
し
く
な
る
料
理
教
室

注
：
件
数
は
意
見
を
言
っ
た
人
の
数
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分
野
２
：
「
身
体
活
動
・
運
動
」
に
関
す
る
こ
と
　

番
号

問
題
・
課
題

概
要

件
数

対
応
策
「
家
族
・
町
民
」

対
応
策
「
地
域
・
団
体
」

対
応
策
「
町
」

1
運
動
不
足

・
様
々
な
運
動
を
取
り
入
れ
、
体
を
動
か
す
楽
し
さ
を
知
る
。

・
子
ど
も
達
の
外
遊
び
が
少
な
い
。

・
時
間
が
作
れ
な
い
、
面
倒
く
さ
い
。

・
自
分
と
家
族
の
運
動
不
足

・
運
動
を
し
て
い
る
人
と
し
て
い
な
い
人
の
差
が
大
き
い
と
思
わ
れ

る
。

・
運
動
へ
の
意
識
が
低
い
。

・
少
し
だ
け
運
動
不
足
（
行
き
帰
り
の
自
転
車
だ
け
で
は
た
り
な

い
）
。

・
日
々
の
運
動

・
私
の
運
動
不
足
と
夫
の
肥
満

・
町
全
体
が
車
社
会

・
体
力
の
低
下

・
肥
満

1
1

・
休
み
の
時
だ
け
で
も
必
ず
運
動
す
る
（
散
歩
や
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
。
子

ど
も
達
と
一
緒
に
。

・
子
ど
も
達
が
外
で
遊
ぶ
こ
と
を
多
く
す
る
。

・
夫
婦
お
互
い
子
ど
も
を
見
る
時
間
、
運
動
、
身
体
を
動
か
す
時
間
を

協
力
し
て
作
る
。

・
毎
日
歩
い
て
い
る
人
が
、
歩
い
て
い
な
い
人
を
誘
っ
て
一
緒
に
歩
く

（
１
人
の
方
が
良
い
人
も
い
て
、
難
し
い
所
も
あ
る
が
、
声
掛
け
は
必

要
と
思
う
）
。

・
車
に
頼
ら
ず
、
近
場
へ
は
歩
く
。

・
夜
の
涼
し
い
時
間
に
散
歩
す
る
。

・
体
を
動
か
せ
る
趣
味
を
見
つ
け
る
。

・
自
分
は
朝
の
ラ
ジ
オ
体
操
、
夕
方
は
３
分
間
の
体
操
を
行
っ
て
い

る
。
庭
の
草
取
り
な
ど
も
あ
り
、
自
分
と
し
て
は
そ
れ
く
ら
い
で
充
分

だ
と
思
っ
て
い
る
。

・
声
掛
け
し
て
仲
間
作
り
。

・
家
族
の
栄
養
管
理

・
体
の
基
本
を
学
ん
で
も
ら
う
。

・
（
園
対
応
策
）
一
人
ひ
と
り
が
好
き
な
遊
び
を
見
つ
け
る
。
集
団
遊

び
も
取
り
入
れ
な
が
ら
、
関
り
を
多
く
し
、
仲
間
と
一
緒
に
運
動
す
る

楽
し
さ
を
味
わ
う
。

・
（
園
対
応
策
）
地
域
散
策
、
園
外
散
歩
、
遠
足

・
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
参
加
を
呼
び
か
け
る
。

・
子
ど
も
も
一
緒
に
で
き
る
運
動
、
ス
ポ
ー
ツ
教
室
を
定
期
的
に
行

う
。

・
各
地
区
に
い
る
保
健
委
員
、
民
生
委
員
等
が
働
き
か
け
、
体
操
な
ど

少
し
ず
つ
広
げ
て
い
く
と
良
い
。

・
す
き
ま
時
間
の
活
用
術
（
運
動
）
の
広
告
を
作
る
。

・
地
域
で
峰
輪
サ
ロ
ン
を
月
１
回
、
毎
週
１
回
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。

・
地
域
で
健
康
教
室
を
開
く
。

・
栄
養
指
導
、
運
動
の
場
所
、
機
会
を
設
け
る
。

・
病
院
に
あ
ま
り
行
か
な
い
よ
う
に
予
防
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
学

ぶ
。

・
運
動
で
き
る
環
境
作
り
、
安
全
な
ど
気
軽
に
参
加
出
来
る
教
室
や
イ

ベ
ン
ト
を
作
る
。

・
地
域
で
運
動
会
を
行
う
。

・
多
人
数
で
な
く
て
も
で
き
る
ス
ポ
ー
ツ
の
提
案

・
オ
ス
ス
メ
の
散
歩
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
の
紹
介

・
運
動
す
る
事
が
何
の
た
め
に
良
い
の
か
、
動
い
て
い
な
い
と
身
体
に

ど
ん
な
影
響
が
あ
る
か
等
、
各
地
区
で
勉
強
会
を
行
い
、
説
明
す
る
。

・
も
う
少
し
、
外
灯
を
増
や
し
て
欲
し
い
。

・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
開
催
（
ポ
イ
ン
ト
あ
り
な
ど
）

・
町
で
は
月
１
回
の
貯
筋
ク
ラ
ブ
な
ど
実
施
さ
れ
て
い
る
し
、
参
加
し

て
い
る
人
も
楽
し
そ
う
な
の
で
、
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
（
私
は
サ

ポ
ー
タ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
）
。
保
健
師
さ
ん
に
は
作
っ
た
ゲ
ー
ム
を
色
々
紹
介
し
て
い
た
だ

き
、
集
会
で
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

・
健
康
教
室
の
開
催

・
体
操
教
室
を
開
く
（
太
極
拳
、
ヨ
ガ
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
）

・
足
育
講
座
を
開
く

2
運
動
の
習
慣
化

・
町
内
全
体
的
に
は
健
康
意
識
が
伸
び
て
き
て
い
る
と
感
じ
る
。
私
も

お
か
げ
で
健
康
に
対
す
る
自
覚
は
で
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
個
人

的
な
課
題
は
習
慣
化
す
る
こ
と
。

2

・
個
人
と
し
て
は
、
一
日
の
生
活
サ
イ
ク
ル
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ

と
。
実
施
す
る
こ
と
で
快
さ
を
感
じ
ら
れ
た
ら
し
め
た
も
の
で
、
習
慣

化
に
繋
が
る
と
考
え
て
努
力
中
。

・
家
で
出
来
る
運
動
（
筋
ト
レ
、
体
操
等
）
の
習
慣
化

・
町
と
し
て
の
課
題
は
、
諸
々
の
取
組
み
に
参
加
し
て
い
る
人
達
が
同

じ
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
傾
向
で
あ
る
こ
と
。
出
て
こ
ら
れ
な
い
人
達
に
対

す
る
取
り
組
み
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
無
理
な
呼
び
か
け
は

で
き
な
い
が
、
後
か
ら
仲
間
に
入
る
こ
と
は
勇
気
が
必
要
で
、
そ
こ
の

弊
害
は
な
い
か
？

・
各
地
区
毎
に
、
サ
ロ
ン
を
実
施
し
て
い
る
が
、
メ
ン
バ
ー
が
固
定
し

が
ち
。
呼
び
か
け
て
も
中
々
難
し
い
。
地
区
で
も
、
参
加
し
て
楽
し

い
、
満
足
感
等
を
考
え
た
内
容
の
工
夫
は
必
要
だ
と
思
う
が
、
町
と
し

て
実
態
を
把
握
し
、
町
か
ら
個
人
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

・
「
ラ
ジ
オ
体
操
」
「
松
崎
音
頭
」
「
松
崎
町
の
う
た
」
を
使
っ
た
地

区
ご
と
の
取
り
組
み
を
、
町
の
方
針
と
し
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い

（
「
松
崎
町
の
う
た
」
年
配
向
け
体
操
が
ほ
ぼ
で
き
ま
し
た
）
。

・
公
民
館
に
集
ま
っ
て
、
地
区
で
取
り
組
む
こ
と
を
町
か
ら
発
信
。
ど

の
よ
う
な
形
で
も
実
施
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
ノ
ル
マ
化
し
て
。
継
続

は
力
な
り
で
、
何
年
か
長
い
ス
パ
ン
で
考
え
て
い
く
。

3
子
ど
も
の
ゲ
ー
ム
依
存

・
ゲ
ー
ム
ば
か
り
や
っ
て
い
る
。

2

・
家
庭
で
の
ル
ー
ル
決
め
。

・
ゲ
ー
ム
を
や
ら
な
い
時
間
の
有
効
な
過
ご
し
方
を
み
つ
け
る
。

・
声
掛
け
（
教
育
現
場
な
ど
）
“
N
O
　
G
A
M
E
　
W
e
e
k
”
な
ど
を

設
け
る
。

・
1
人
じ
ゃ
な
く
み
ん
な
で
取
り
組
む
。

・
ゲ
ー
ム
依
存
の
怖
さ
を
知
る
。

・
外
遊
び
の
楽
し
さ
を
見
つ
け
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
（
例
　
逃
走
中

ご
っ
こ
）

4
環
境
の
整
備

・
公
園
の
数
と
設
備
の
老
朽
化

・
子
ど
も
が
遊
べ
る
公
園
が
少
な
い
。

・
牛
原
山
の
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
等
の
老
朽
化

・
松
崎
海
岸
の
公
園

・
固
定
遊
具
の
安
全
性

・
運
動
施
設
の
未
整
備

・
運
動
す
る
場
、
機
会
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。

4

・
桜
田
公
園
が
設
備
も
環
境
も
整
っ
て
い
て
、
安
心
し
て
遊
べ
る
所
で

あ
り
、
保
育
日
の
日
外
保
育
で
も
時
々
利
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。

・
マ
ダ
ニ
や
ハ
チ
問
題
が
あ
り
、
牛
原
山
に
日
外
保
育
で
出
か
け
る
機

会
が
減
少
し
た
が
、
状
況
が
良
け
れ
ば
、
子
ど
も
達
と
山
道
を
歩
く
経

験
を
し
た
い
。

・
牛
原
山
を
町
民
の
森
と
し
て
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
、
家
族
で

山
に
登
る
体
験
な
ど
で
き
る
と
よ
い
。

・
施
設
の
整
備

・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
開
催
（
西
伊
豆
町
で
は
、
軽
ス
ポ
ー
ツ
教
室

や
、
町
民
ハ
イ
キ
ン
グ
等
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
）

・
公
園
の
管
理

・
2
1
世
紀
の
森
、
牛
原
山
町
民
の
森
を
活
用

・
牛
原
山
は
自
然
豊
か
で
、
ト
イ
レ
等
の
設
備
も
あ
る
の
で
、
ア
ス
レ

チ
ッ
ク
等
を
整
備
し
、
地
域
の
子
ど
も
や
観
光
客
な
ど
が
遊
べ
る
よ
う

に
し
て
欲
し
い
。

・
固
定
遊
具
を
活
用
す
る
の
で
、
安
全
点
検
を
今
ま
で
通
り
行
っ
て
欲

し
い
（
園
で
は
月
１
回
）
。

・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
外
部
団
体
に
丸
投
げ
せ
ず
、
町
独
自
で
検
討
。

・
子
ど
も
達
が
の
び
の
び
と
遊
べ
、
水
も
使
え
、
砂
遊
び
が
で
き
る
場

所
の
提
供
。

・
児
童
館
の
水
道
管
を
直
し
て
欲
し
い
。
水
漏
れ
が
あ
る
の
で
、
あ
ま

り
水
を
使
用
し
な
い
で
と
い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
達
は
五
感

を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
、
健
康
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

注
：
件
数
は
意
見
を
言
っ
た
人
の
数
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分
野
３
：
「
休
養
・
こ
こ
ろ
の
健
康
」
に
関
す
る
こ
と
　

番
号

問
題
・
課
題

概
要

件
数

対
応
策
「
家
族
・
町
民
」

対
応
策
「
地
域
・
団
体
」

対
応
策
「
町
」

1
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

不
足

・
共
働
き
な
ど
で
、
家
族
全
員
が
そ
ろ
う
時
間
が
な
か
っ
た
り
、
遅

か
っ
た
り
す
る
。

・
１
人
暮
ら
し
で
会
話
が
な
い
。

・
生
活
リ
ズ
ム
が
違
う
の
で
、
顔
を
あ
わ
せ
る
機
会
が
な
い
。

2

・
週
に
１
回
、
月
に
１
回
な
ど
、
家
族
全
員
が
そ
ろ
う
時
間
を
作
る
努

力
を
す
る
。

・
隣
人
、
友
人
が
声
掛
け
し
て
お
し
ゃ
べ
り
。

・
回
覧
板
等
利
用
し
、
そ
の
際
に
そ
れ
と
な
く
近
況
を
聞
く
。

・
区
、
役
員
の
安
否
確
認

・
保
健
師
等
の
安
否
確
認

2
園
児
の
様
子

・
園
児
の
変
化
、
家
庭
の
変
化
に
気
づ
く
。

1

・
健
康
カ
ー
ド
で
家
庭
と
の
や
り
と
り
を
す
る
。

・
バ
ス
や
送
迎
の
時
、
ま
た
は
電
話
、
連
絡
帳
で
子
ど
も
の
様
子
を
伝

え
る
。

・
園
で
共
有
し
、
支
援
し
て
い
く
。

3
精
神
不
安
定

・
イ
ラ
イ
ラ
す
る
事
が
多
い
。

・
心
が
疲
れ
る
。

・
仕
事
と
育
児
の
両
立

1

・
ゆ
っ
く
り
過
ご
せ
る
時
間
を
作
る
。

・
参
加
を
呼
び
か
け
る
。

・
様
子
を
見
に
行
く
。

・
相
談
出
来
る
場
所
を
作
っ
て
欲
し
い
。

4
独
居
老
人
等

・
１
人
で
い
る
と
、
家
に
こ
も
り
が
ち
に
な
る
。

1

・
外
に
連
れ
出
す
（
外
の
空
気
、
社
会
に
ふ
れ
る
事
が
で
き
る
よ

う
）
。

・
講
演
会
等
参
加
す
る
。

・
民
生
委
員
、
区
の
役
員
等
が
ア
ン
テ
ナ
を
は
っ
て
、
現
在
ど
ん
な
状

態
か
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

・
個
人
情
報
と
言
っ
て
、
全
て
閉
じ
て
お
く
の
で
は
な
く
、
必
要
な
事

は
教
え
て
欲
し
い
。

5
休
養

・
休
み
の
日
で
も
、
身
体
が
休
ま
っ
た
気
が
し
な
い
。

1

・
「
無
」
に
な
る
。

・
楽
し
い
こ
と
等
し
て
、
こ
こ
ろ
に
余
裕
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
遊
ぶ
と
こ
ろ
を
作
っ
て
下
さ
い
。

6
日
々
の
忙
し
さ

・
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
時
間
が
少
な
い
。

・
仕
事
が
忙
し
い
。

1

・
優
先
す
る
も
の
を
決
め
る
。

・
悩
み
を
書
き
出
す
。

・
ヨ
ガ
教
室
の
開
催
な
ど
。

・
（
ヨ
ガ
教
室
な
ど
）
働
く
人
達
で
も
行
き
や
す
い
時
間
帯
で
。

7
ス
ト
レ
ス

・
嫁
、
姑
問
題

1

・
お
互
い
の
サ
ポ
ー
ト
、
相
談
会
を
設
け
て
あ
げ
る
。

・
相
談
す
る
場
の
提
供

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

注
：
件
数
は
意
見
を
言
っ
た
人
の
数

分
野
４
：
「
喫
煙
・
飲
酒
」
に
関
す
る
こ
と
　

番
号

問
題
・
課
題

概
要

件
数

対
応
策
「
家
族
・
町
民
」

対
応
策
「
地
域
・
団
体
」

対
応
策
「
町
」

1
た
ば
こ
・
ア
ル
コ
ー
ル

依
存

・
旦
那
の
た
ば
こ
・
ア
ル
コ
ー
ル

・
家
族
（
旦
那
）
が
た
ば
こ
を
や
め
な
い
、
量
が
多
い
。

・
や
め
る
よ
う
に
話
す
と
、
何
の
為
に
働
い
て
い
る
と
か
、
楽
し
み
が

な
く
な
る
と
言
う
人
が
い
る
。

・
ス
ト
レ
ス
が
多
く
、
や
め
た
く
て
も
や
め
づ
ら
い
。

・
家
族
の
た
ば
こ
依
存

7

・
１
日
の
本
数
を
決
め
る
（
減
ら
す
）
。

・
１
日
の
飲
む
量
を
決
め
る
。

・
た
ば
こ
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

・
健
診
を
受
け
る
と
、
自
分
の
体
の
様
子
が
わ
か
る
。
病
名
が
わ
か
る

と
、
気
を
つ
け
る
事
が
出
来
る
。

・
彼
氏
と
協
力
し
て
、
２
人
で
禁
煙
を
し
た
。
そ
の
分
5
0
0
円
玉
貯

金
に
充
て
る
よ
う
に
し
た
。

・
た
ば
こ
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
量
が
増
え
て
な
い
か
気
を
つ
け
る
。

・
ル
ー
ル
を
し
っ
か
り
作
り
、
声
掛
け

・
資
料
の
配
布

・
定
期
的
な
、
禁
煙
セ
ミ
ナ
ー
を
開
い
て
み
る
。

・
禁
煙
外
来
が
あ
る
病
院
の
紹
介
チ
ラ
シ
、
広
告
を
お
知
ら
せ
す

る
。

・
断
酒
、
禁
煙
指
導

・
分
煙
を
し
っ
か
り
す
る
。
禁
煙
の
場
所
が
増
え
す
ぎ
て
、
マ
ナ
ー
の

悪
い
人
が
増
え
た
為
。

・
た
ば
こ
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
害
を
知
ら
せ
る
。
病
気
に
な
り
、
怖
い
と

い
う
事
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
説
明
す
る
機
会
を
多
く
持
つ
。

・
た
ば
こ
の
害
を
ア
ピ
ー
ル

・
吸
え
る
場
所
を
少
な
く
す
る
。

2
た
ば
こ
の
ポ
イ
捨
て

・
散
歩
中
に
見
か
け
る
た
ば
こ
の
ポ
イ
捨
て
（
ゴ
ミ
も
）
。

1

・
決
め
ら
れ
た
場
所
で
吸
う
。

・
歩
き
た
ば
こ
を
し
な
い
。

・
吸
い
殻
は
持
ち
帰
る
。

・
啓
発
運
動

・
奉
仕
で
散
歩
し
な
が
ら
ゴ
ミ
拾
い
を
や
る
日
を
月
１
～
２
日
作
る
。

・
罰
金
等
、
何
ら
か
の
罰
則

注
：
件
数
は
意
見
を
言
っ
た
人
の
数
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分
野
５
：
「
歯
・
口
腔
の
健
康
」
に
関
す
る
こ
と
　

番
号

問
題
・
課
題

概
要

件
数

対
応
策
「
家
族
・
町
民
」

対
応
策
「
地
域
・
団
体
」

対
応
策
「
町
」

1
（
子
ど
も
の
）
む
し
歯

・
歯
科
検
診
の
結
果
、
む
し
歯
が
出
来
た
子
ど
も
の
人
数
は
下
記
の
通

り
（
処
置
済
の
子
ど
も
も
含
む
）

　
０
，
１
歳
…
０
人

　
　
　
２
歳
…
２
人
（
1
3
%
）

　
　
　
３
歳
…
４
人
（
2
4
%
）

　
　
　
４
歳
…
１
人
（
6
%
）

　
　
　
５
歳
…
８
人
（
4
4
%
）

園
児
全
体
の
2
0
%
が
む
し
歯
あ
り
。

・
兄
弟
姉
妹
で
む
し
歯
が
多
い
な
ど
、
む
し
歯
へ
の
意
識
の
低
い
家
庭

が
あ
る
。

・
小
学
生
、
歯
科
検
診
で
は
、
む
し
歯
は
少
な
か
っ
た
が
、
む
し
歯
の

多
い
子
が
毎
年
歯
科
を
受
診
し
て
い
な
い
。

3

・
歯
科
検
診
結
果
を
知
ら
せ
、
治
療
を
促
す
。

・
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯
み
が
き
指
導
（
染
め
出
し
）
の
報
告
と
共

に
、
家
庭
に
仕
上
げ
み
が
き
、
お
や
つ
の
与
え
方
な
ど
伝
え
て
い
る
。

・
年
１
回
歯
科
検
診
を
行
い
、
家
庭
に
結
果
を
報
告
し
、
治
療
を
す
す

め
て
い
る
。
町
の
歯
科
衛
生
士
さ
ん
に
各
ク
ラ
ス
年
１
回

・
無
料
で
治
療
で
き
る
の
で
、
受
診
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
。

・
町
で
歯
科
衛
生
士
の
派
遣
を
定
期
的
に
行
っ
て
欲
し
い
。
（
現
状
は

園
か
ら
依
頼
し
、
行
っ
て
い
る
）
年
２
回
。

2
歯
周
病

・
歯
周
病
が
多
い
。

1

・
歯
み
が
き
、
歯
間
ブ
ラ
シ
の
徹
底
。

・
口
腔
ケ
ア
の
大
切
さ
、
様
々
な
病
気
と
の
関
連
を
知
っ
て
も
ら
う
。

・
歯
医
者
を
増
や
す
。

3
歯
周
病
の
予
防
、
歯
の

手
入
れ

・
歯
周
病
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

・
入
れ
歯
に
し
て
し
ま
う
と
、
口
の
中
の
ケ
ア
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
。

入
れ
歯
は
洗
浄
液
な
ど
に
つ
け
る
が
、
口
は
う
が
い
の
み
の
人
が
い

る
。

・
歯
み
が
き
の
習
慣
化
（
朝
昼
晩
、
き
ち
ん
と
歯
み
が
き
す
る
こ
と
が

難
し
い
）

3

・
歯
を
大
切
に
す
る
。

・
て
い
ね
い
な
歯
み
が
き

・
甘
い
物
や
冷
た
い
も
の
を
食
べ
過
ぎ
な
い
。

・
高
齢
者
の
み
の
家
庭
が
多
い
の
で
、
お
互
い
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

・
歯
み
が
き
に
興
味
を
し
っ
か
り
持
っ
て
も
ら
う
よ
う
声
掛
け
な
ど
。

・
敬
老
会
等
で
集
ま
っ
た
時
に
ど
う
し
て
い
る
か
話
し
合
う
。

・
私
は
今
歯
医
者
に
通
い
、
治
療
だ
け
で
は
な
く
、
歯
科
衛
生
士
さ
ん

に
よ
り
歯
間
ブ
ラ
シ
の
使
い
方
、
ブ
ラ
シ
の
当
て
方
な
ど
細
か
く
指
導

し
て
頂
い
て
い
ま
す
。
自
分
で
は
、
よ
く
み
が
い
て
い
る
よ
う
で
も
注

意
さ
れ
ま
す
。
町
で
も
衛
生
士
さ
ん
に
講
習
会
を
お
願
い
す
る
の
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。

・
8
0
2
0
運
動
の
教
室
な
ど
を
開
く
。

・
歯
科
検
診
の
回
数
を
増
や
す
。

・
歯
科
衛
生
士
等
に
地
区
に
来
て
も
ら
っ
て
指
導
し
て
欲
し
い
。

4
子
ど
も
の
歯
み
が
き

・
歯
み
が
き
が
嫌
い
。

・
子
ど
も
の
歯
み
が
き
は
、
最
後
は
親
が
す
る
必
要
が
あ
る
（
子
ど
も

に
も
自
主
性
を
持
た
せ
る
）
。

3

・
歯
み
が
き
が
楽
し
い
、
気
持
ち
良
い
と
思
え
る
声
掛
け

・
歯
み
が
き
の
絵
本
を
読
む
。

・
毎
日
給
食
後
、
歯
み
が
き
、
フ
ッ
素
を
行
っ
て
い
る
。

・
家
庭
で
歯
み
が
き
の
仕
上
げ
を
し
て
も
ら
う
よ
う
に
お
願
い
し
て
い

る
（
健
康
カ
ー
ド
に
記
入
。
朝
、
夜
）
。

・
年
長
児
、
親
子
歯
み
が
き
教
室
を
行
う
。

・
む
し
歯
に
つ
い
て
の
本
や
ム
ー
ビ
ー
を
紹
介
、
何
組
か
親
子
で
集
ま

り
、
鑑
賞
。
一
緒
に
み
て
、
一
緒
に
み
が
い
て
“
歯
み
が
き
を
皆
も

や
っ
て
る
”
“
楽
し
い
”
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
集
ま
り
を
や
っ

て
み
る
。

5
高
齢
者
の
歯

・
高
齢
者
は
固
い
も
の
が
食
べ
に
く
い
。

・
義
歯
に
な
る
。

1

・
歯
科
受
診

・
歯
み
が
き
、
口
腔
を
清
潔
に
す
る
。

・
歯
科
衛
生
に
関
す
る
講
習
会

・
歯
科
衛
生
に
関
す
る
講
習
会

注
：
件
数
は
意
見
を
言
っ
た
人
の
数

そ
の
他
の
意
見
等
　

番
号

問
題
・
課
題

概
要

件
数

対
応
策
「
家
族
・
町
民
」

対
応
策
「
地
域
・
団
体
」

対
応
策
「
町
」

1
外
部
組
織
へ
の
委
託

・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
等
の
外
部
へ
の
委
託
。
本

当
に
親
身
に
な
っ
て
町
の
事
を
考
え
て
い
る
外
部
組
織
が
あ
る
の
か
。

専
門
家
の
意
見
を
参
考
に
す
る
の
は
良
い
事
だ
が
、
自
ら
で
考
え
行
動

し
な
い
と
成
功
し
な
い
。

1

・
惑
わ
さ
れ
な
い
。

・
自
分
の
地
域
は
自
分
達
の
力
で
改
善

・
も
っ
と
自
ら
学
び
、
自
ら
が
実
践
す
る
。

2
花
と
ロ
マ
ン
の
町
な
の

に
そ
れ
ら
し
く
な
い

1

・
空
地
は
き
れ
い
に
（
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
）
。
川
沿
い
の
道
に

も
雑
草
が
多
い
。
観
光
に
訪
れ
た
方
は
が
っ
か
り
す
る
の
で
は
。

・
お
花
を
植
え
た
り
、
町
を
美
化
で
き
た
ら
。

・
町
が
に
ぎ
わ
う
よ
う
に
す
る
。

3
商
店
街
の
活
性
化

・
商
店
街
が
閉
ま
っ
て
い
る
。

1

・
お
店
が
活
気
付
け
た
ら
。

・
皆
で
工
夫
し
て
何
か
で
き
た
ら
。
コ
ロ
ナ
も
あ
る
の
で
難
し
い
で
す

が
。

・
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
。

4
町
の
人
口
減
少

・
何
か
１
つ
松
崎
町
は
こ
ん
な
素
敵
な
町
と
い
え
る
所
が
あ
れ
ば
。
町

を
離
れ
て
し
ま
う
。

1

・
イ
キ
イ
キ
と
目
標
や
楽
し
み
を
持
っ
て
笑
っ
て
毎
日
を
生
活
し
て
い

る
。

・
松
崎
町
な
ら
で
は
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
え
た
ら
。

・
物
産
、
海
、
山
を
使
っ
て
の
イ
ベ
ン
ト
。
町
民
が
松
崎
町
最
高
と
思

え
た
ら
、
一
度
出
て
行
っ
て
も
帰
っ
て
来
て
く
れ
る
の
で
は
。
ま
た
は

移
住
。
町
税
が
豊
か
で
は
な
い
と
聞
き
ま
す
が
、
工
夫
し
た
ら
町
税
が

増
え
る
の
か
?
せ
っ
か
く
素
敵
な
“
花
と
ロ
マ
ン
の
町
”
な
ん
と
か
し

な
く
て
は
‼

注
：
件
数
は
意
見
を
言
っ
た
人
の
数
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資料３ 計画策定経過 

 

年 月 日 会 議 等 内   容 

令和２年６月 29日（月） 第１回松崎町保健対策推進協議会 

１． 松崎町第４期健康増進計画策

定について 

２． 計画策定に係るアンケート調

査内容について 

令和２年７月 30日（木）～ 

令和２年８月 31日（月） 

町民の健康・食生活に関するアン

ケート調査 
 

令和２年９月 29日（火） 第１回松崎町食育連絡会 

１． 各組織の取り組みについて情

報交換 

２． 松崎町の食育についての意見

交換（グループワーク） 

令和２年 10月 19日（月） 第２回松崎町保健対策推進協議会 

１． 計画策定に係る町民アンケー

ト調査結果 

２． 計画の方向性について 

令和２年 12月 25日（金） 第３回松崎町保健対策推進協議会 
１．松崎町第４期健康増進計画案

について 

令和３年１月 28日（木）～ 

令和３年２月 15日（月） 
パブリックコメント（意見公募）  

令和３年２月 22日（月） 第４回松崎町保健対策推進協議会 
１．松崎町第４期健康増進計画の

承認について 
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資料４ 松崎町保健対策推進協議会規約 

昭和56年１月13日規約第１号 

改正 

昭和63年７月５日告示第56号 

平成６年６月28日規約第１号 

平成10年４月１日規約第１号 

平成12年５月11日規約第３号 

平成20年７月31日規約第１号 

松崎町保健対策推進協議会規約 

（目的） 

第１条 松崎町民の健康づくりに対する意識の高揚をはかるため、関係機関、団体等が相互に緊密

な連絡を保ち、総合的かつ効果的な健康づくり対策を樹立し、これを推進することを目的とする。 

（名称） 

第２条 この協議会は、松崎町保健対策推進協議会（以下「協議会」という。）という。 

（事務局） 

第３条 この協議会は、事務局を松崎町役場健康福祉課におき、事務を処理する。 

（業務） 

第４条 この協議会は、次に掲げる事業を協議する。 

(１) 健康づくりを推進するための基本的事項 

(２) 健康づくりを推進するための事業計画、内容等総合調整に関する事項 

(３) その他健康づくりの推進に関し必要な事項 

（組織） 

第５条 この協議会は、会長及び副会長ならびに委員若干名をもって組織する。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

(１) 賀茂健康福祉センター医監兼賀茂保健所長 

(２) 松崎町医師、歯科医師代表者 

(３) 松崎町小、中学校長会代表者 

(４) 松崎町保健衛生関係団体代表者 
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(５) 松崎町女性団体代表者 

(６) 松崎町食生活改善団体代表者 

(７) 学識経験者 

(８) 松崎町保健委員代表 

(９) 松崎町区長代表 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補充による場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 この協議会の会議は、委員会とする。 

２ 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。 

（推進部会） 

第７条 この協議会に推進部会を置くことができる。 

２ 推進部会は、協議会の付託を受けた事務事業を所管する。 

３ 推進部会の構成員並びに運営については別に定める。 

（補則） 

第８条 前各条に定めるもののほか、この協議会の運営について必要な事項は、委員会で協議して

定める。 

附 則 

この規約は、昭和56年１月１日から施行する。 

附 則（昭和63年７月５日告示第56号） 

この規約は、公布の日から施行し、昭和63年６月13日から適用する。 

附 則（平成６年６月28日規約第１号） 

この規約は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則（平成10年４月１日規約第１号） 

この規約は、公布の日から施行し、平成10年４月１日から適用する。 

附 則（平成12年５月11日規約第３号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成12年４月１日から適用する。 

附 則（平成20年７月31日規約第１号） 

この規約は、公布の日から施行する。  
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資料５ 松崎町保健対策推進協議会委員名簿 

 

 

  

氏名 職名 備考

本間　善之 　賀茂健康福祉センター　医監兼保健所長

石田　明彦 　町内医師代表（石田医院）

渡部　喜一郎 　町内歯科医師代表（渡部歯科医院） 　

鈴木　徹弥 　小中学校長代表（松崎小学校校長） 　

石田　博之 　社会福祉協議会会長

齋藤　チヅル 　健康づくり食生活推進協議会会長 副会長

山本　光信 　体育協会長 会長

髙橋　富慈子 　保健委員会長  

山本　公 　区長会代表（松崎地区区長代表） 　
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資料６ 用語解説 

 

【あ行】 

悪性新生物 

悪性腫瘍のことで、細胞が何らかの原因で変異して増殖を続け、周囲の正常な組織を破壊する

ものを言います。がんや肉腫がこれに入ります。 

 

【か行】 

がん対策基本法 

がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等、がんが国民の生命及び健康にとっ

て重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、基本理念を定め、

国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、がん対策を総合的かつ計

画的に推進することを目的として、平成 19 年４月１日に施行されました。 

 

健康寿命 

ＷＨＯが提唱した新しい指標で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期

間」と定義されます。厚生労働省が３年ごとに行う国民生活基礎調査の「現在、健康上の問題で日

常生活に何か影響がありますか」との質問に対する回答をもとに算出される「日常生活に制限のな

い期間」を主指標に、「自分が健康であると自覚している期間の平均」を副指標としています。 

 

健康増進法 

健康寿命の延伸・生活の質の向上実現のための国民運動「健康日本 21」の法的基盤であり、

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針です。平成15年５月に施行されました。 

 

健康日本21（第二次） 

平成 25 年４月からスタートした第４次国民健康づくり運動です。「栄養・食生活」「身体活動・

運動」「休養・こころの健康づくり」「歯の健康」「たばこ」「アルコール」「糖尿病」「循環器病」

「がん」の 9 分野について、達成すべき数値目標等を掲げています。 

 

健康マイレージ事業 

町民の健康づくりを促進するために、県と協働して行っている事業です。日々の運動や食事な

どの生活改善や、健康診断の受診、健康講座やスポーツ教室、ボランティアなどの社会参加など、

町で決定した健康づくりメニューを行った町民が特典を受けられます。 

 

骨粗しょう症 

骨の代謝バランスが崩れ、骨形成よりも骨破壊が上回る状態が続き、骨がもろくなった状態の

ことです。  
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【さ行】 

ＣＯＰＤ
シーオーピーディー

 

「Chronic Obstructive Pulmonary Disease」の略で、慢性閉塞性肺疾患のことです。たば

この煙など毒素の吸入により免疫反応が続いた結果、破壊された組織と増えたたんなどによって

気道閉鎖がおこりやすい状態です。 

 

脂質異常症 

中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常をきたした状態です。「高脂血症」から 2007

年に名称が改められました。動脈硬化の主要な危険因子であり、放置すれば脳梗塞や心筋梗塞な

どの動脈硬化性疾患をまねく原因となります。 

 

歯周疾患 

歯垢中の細菌による感染症です。歯を支える骨や歯肉（歯ぐき）等の歯の歯周組織が侵される

病気で、中高年の歯を失う原因の大半を占めます。喫煙により悪化し、また、糖尿病、骨粗しょ

う症、早産、低出生体重児出産等と歯周疾患との関連も言われています。歯周病は同義語です。

かつては、歯槽膿漏（しそうのうろう）とも呼んでいました。 

 

受動喫煙 

副流煙（たばこの火のついた部分から立ち上がる煙）と呼出煙（喫煙者が吸って吐き出した煙）

とが拡散して混ざった煙を吸わされてしまう、あるいは吸わせてしまうことです。たばこを吸わ

ない人でも、継続的な受動喫煙により健康影響が発生します。 

 

食育 

生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間

を育てることです。 

 

心疾患 

心筋梗塞、狭心症といった心臓の病気の総称であり、三大生活習慣病のひとつになっています。 

 

【た行】 

特定健診（特定健康診査） 

日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために、40 歳から 74 歳までの人を

対象に、メタボリックシンドロームに着目した審査項目で実施する健診のことです。 

 

特定保健指導 

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予

防効果が大きく期待できる人に対して、医療保険者が行う動機付け支援や積極的支援のことです。 
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【な行】 

中食 

惣菜やコンビニ弁当などの調理済み食品を自宅で食べることです。レストランや飲食店で料理

を食べることを「外食」、手作りの家庭料理を自宅で食べることを「内食」といい、外食と内食の

中間に位置付けられることから、こう呼ばれます。 

 

脳血管疾患 

くも膜下、脳梗塞、脳出血といった脳の病気の総称であり、三大生活習慣病のひとつです。 

 

【は行】 

8020（ハチ・マル・二イ・マル）運動 

「80歳になっても自分の歯を 20本以上保とう」という運動です。 

 

ＢＭＩ 

「Body Mass Index」の略で、肥満度を表す指標として国際的に用いられている体格指数で

す。［体重（㎏）］÷［身長（m）の２乗］で算出される値です。日本肥満学会の定めた基準では、

18.5 未満が「低体重（やせ）」、18.5 以上 25.0 未満が「普通体重」、25.0 以上が「肥満」とさ

れています。 

 

【ま行】 

メタボリックシンドローム 

内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などに

なりやすい病態です。 

 

【ら行】 

ライフステージ 

人の一生を段階区分したものです。本計画では、ライフステージを「妊娠出産期・乳幼児期」

「学童期」「思春期」「青年期」「壮年期」「高齢期」の６段階に分けています。 
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